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おわりに

はじめに

1090イi代から明l'F~，，=_:t るまで、 1モ〆‘口 説凶、った際法消凶をt/iJh-r、法

己主:背、 JJ上主治家、裁r1jHI すμ 汗{ワ ~U:_ {)が、沿リ、オ~;~Kl(h辺、におけ￡純粋料

消JeU"こい斗現象に企j:]L、そこか， '1に品開忠争解決しょ与と挑戦し杭 Ltて

いる介、オフれるに L かし、純枠統的 tW失という概念を伎わな L と S~)jL る|→

~lιuro EllSS;llli品 1じ n:lJlV::l1cnLinc Pa;n:lTιじJlcLu!Jl()J ~)u rc ¥仁"ιOEl1ρ[¥l>;S
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E1.lC Loss in Eurr)pc 1:20(3)， p. 3: Willc;n H. ¥'山出υm.Purc Ecc立刊にi-ossλ

ι01:1J::tnlt!vぞh';沿いゼctive，¥!V:l1ぞヨ1:1. ¥'れII:iooll'. Helc1UT Kr)7.ic]晶Cl-:ri ~t川口久
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~:r~~'" 釘済.:ft坐グ)，~宅ペ1!' t; Î J-~~i斉1;.i' rÎ 悩介

本法においては、それl 関する IIiJ地をあまり J~.心に議論しているとはいえな l，'"

そこ亡、 ンド誌は、 欧永fにこおける正議主F誠布を車約[日1子

E欧k未において E 、この王 ~Q~ をどっフf析するかについて、大 )j~ノ)I九

けではない しかL t'::，、 kき¥分けて、 j員斉指:I-IJアブロ ヂ t権利指:I-IJ

アプロ 干の 2つがあると tイコれるcm合引I-u;アプロ チで(土、ニク)，;H.象を、

先生した民主与の穏組としとろ観"からY:t析するしつまり、 人IJ'J損害v物I'I';J民再と

\J笠されるところの、持壬~f対日;たが発11'， L tに、三う+A，占でどらえるのである 他

方、権利指 1，'J 'Tプロ イでは、この尻年:を、侵害さ札た権利の精鋭レいう院点

かり河川I'lるつッまり、法的に保護される摂利または判長と対置されるところ

の、法的にiえ者九九な vイ長株主たは出??携が侵害戸れたと ν;:1t足β でとらえ ZJ

のである 具体例に引き出:lてみよう おZP向アヴ口 ヲでは、 [)i被告 J

は、!¥.禁 .11-)に士 'jて九::e担当または物11討は出をもた"Lt:桁果、ひ(出

n-.l (こ対 Lて中~\什経済j買うたをもたらしたと(こら去るハ ~til方、格 flJl円市jγ プ口一

T では、 D;正、 AI'付;て人的出7，-または物的{は;τ をもたらした司法民、 つC')λ

:二士J)0(古惟ま t:(jJl!J待池をt:(j士一 LL /:~ .:.:: ，~，:: 0;えξ いなお イJt:;スv、は損
.~指 :ÎI ，I"/ フゴ ナをととが、「イ Y法l土権利t~"I-' I; Y '/ C -----1-ーをとや(1，" -(ソ叉

u、82:;条をさIl{i')

広くヨ ~7 〆パをみると、英岨 ð1;法と仏法の比較が興味深いr イヰリスほと

;ノツ;)、 l土、純作経ihj員 9-~ ，~いつ ú;u0概念;を可い仁、ぞれ:一対中ゐ過大不iJ、行

為責任を示日1[と LT百定寸る しばしば排除ルー Jレ (cxcl出 wnarvru~c} た

I~+ばれる そのう三江升除Iしー!I--(7)例外の有怖や要件を議論するυ 的方、

ノラ〆スl:t-i':土、純粋経済Jf'たといっ法的概念やむJらす、それにんjする過失不法

q-J九主任をJ民間J--:L"'C i-~i- ;Lすみ Li，fL(-f":日，:(主ル ル:;-ec(，1¥ゼrvp;lpj ，t_ I呼

はれる 。その λ えで、凹~~;1-- .---};..の例外ぴ、;{-f~ -¥ J !i，:刊を椅汁ずる(フ 1./ 

ス fW、B8~ ，;己主，~!い 0" 1ブシスしI、を数持TづiIぱ、到論:切には、純粋祥治損尖rコ

~C>j1'長官 11"は両定されるであろうが、実務的には、 ξ のJ自の埋I↑ 1から、トとキば、

¥V itting (2ds.)， Pure Economic Loss (:2日0:3). p. :[ 

ì!i院の日本日，1;0文献として、だ~善久 よじ奴ι士的Vこみたv斗11:0口玄民法 l純

粋科え出火(円陀 ~B を中vJこ) 広中安住=津野茂 編?叉i:，i、問の tJ年T'午般

的問祭，1的自) 619自以トがあるに

¥札n 山 on;，suj'月九otp1. a::: -:~ 

二日社57(4以)"l)l2-'>'9 ~168 j 
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1 '，j'なI8J方的凶 13zj泌が欠けTいるために、あるいは、訂古のうをI!のは実引か

うtけ」いるために、正、rJされるごとカある

| 卒法[よ、純粋4ニィ汚-F:.1たという法8<jt.点記念、身f;J"とないと士、われゐ。そのためか、

1:本でl土、ドtよ刊行議誌がJ作象的にはZE議されでいも ζつに忠ゎjしるが、了'.+1、

酌にどのJうな紛争が裁判所にす!ι込まれて U、るのか、または、具体前?こどの

ような主主争が叫学f?~，ーより議論与才しといるのか、は十分 L二時貯三れ ι いるとは

いえないそこで、引日;之、組1"し経済JF')--:])亙史うr析 J: 経治~}析ぺ二組介すみが、

そのR主に;土、どのぶ与なr，1*'可土紛-:t}.を念口〕ミに i22青告されといるのかち村ì~d しと

I. Gordley教授の歴史分析

カ"フォ hニ7プてやパ ク，) 校口、環?数J'iJ 泊l円、 (~(lrdh:y !立、 夕、グ 'Jジム

ンス γおける純粋が済以長， ，\~する出依子i-i-2: iνー"昨ロ::.C;制松ラ JUを仁 l 純

粋経げ~~員 j、にす1 ，る小 íJ、行為i'ii"c ::己主題¥1>し ιう諸丈で、その月一?ンの起源

を分ffする Jユ、、ぞれしを紺k-cfる〔なお、平語i土、 ゾメ '1プJ法を干:i;-'T対象:ニ

合的Tい去しが (了"γ仙 教授は、 fギ!ノス立、とアメり刀法を合むアンク口・

アバ)ノ'];':えそ検討対象に含め V<る

(1) 1百世紀より書官

lbid.， at 4ょi)。

1 J口mcべ心cn:lc¥'.TlJじ rll:('どはは UメL[('CO、ry ]11 Il~記 ltはじ llCC [0:" :_HlrC Ct:otl(JJlliC 

lus，，-， 札口 ;~i 日unca;、 ;l'C ~den f.' ¥';札lnr旬ο司市1.Kuz幻]，)18"羽W一l汁t付州ti:1符 {切e民吋d芯 ! . sujμ今勿帆n【a1口l:Jtt-t o坑t 

フ3-56lJa訂出n町"(ι_;ordlε司y，Li己b孔ilityin Tort for PU牛冗ぜ ιconOI九九.lIcLose'. FOL1:lclations of 

p仏〉勺11 、"，，~(' L凶4υ川I山羽 i竹》汁ro

イ本入杭では もっ ~i iフ、|寸l救授の):}'析を紹介することこする(j司救ねがillJII'j 

，~! .:]:主 ltt奇参l 討するこシはしな~，，") 造者{折笠}は、町教授の分析や理解する

とめに必要な範匹で、 BI;，ck.sL:，.¥v Diにtionary((j，hそe..:勺(>1) 碧海組 はか編

γ法ヂEj』け9i6) ;，1~山鹿 1f Tローマ法改訂(1 S，::~，;椿寿夫民有 iÚ:党

三宅刊誌 ""H:{f(~ノ y不当相伴 不iJ、 t'J 為、よ_~ \l ~90) 在どを主主G; したu 在五、牛

没年は、じっ~0 [¥.'1 tL. W.六百科事リl仁 ( r:"デ ν タ 1，'1 少し相}、

hlLp> /w\\. 杭 h ， ι仰川 ll>.:'( 目/ヤ:，~:_:)> /W¥;:w.nじwad日 n川市なこをき「召しに「

l~fì9; ~lìJ、 Sii4._'>'ut;)18以3



純粋符清損実的府吏分析主将済分布l 紺介

英米法においては、 19世紀に入ってはとめて、ネグリジェンスに基づく訴訟

がぶ認された A そのため、それより前は、ネグリジェンスに本づく責任を制限

するという州地は存柱しなかった。

人」陸i1、においては、占代ローマ時代から、過失 (neg1i世nceまたは川Jμ)

に基づく訴訟が承認されてきたっしかし、 19世紀終わりから20世紀はじめまで、

過失に本づく訴日:を制限するという問題は追究されてこ去かったu~J桁すれば、

物理的照会と経符的指失を同別することによってではなく、その他の)J法に

よって、問題は肝i!!:きれていた

l7'iロマ法

ローマ法においては、アクイーリア法 (lexAquilia) (K.C.287ごろに制定さ

れた。)が、被告の故意または過失による相会に対する賠悩を原告に認めていた。

このアクィー')ア法Jf権 (αctio1匂isA quiliae) は、もともと、つぎの 2つの制

限に月ほ していたが、 '1'世までに、それはともに消えてしまった〕

第 10)制限は、 fHE有が物理的に直必的になされたときのみ、被山は責任を負

う、というものむある。しかしすでに、ローマ;1、学者は、原告にアクィーリア

法Ji権そのものが許きれないときでも、事実~Jft1íi_ (actio in (actum) または準

訴惟 ((Jrliοulilis) を許すことにょっと、事実ト、この制限を廃棄したハすな

わち、アクイーリア法~Jf権においては、被山の身体によって原山の身体に対し

ては仰rtOFPlH C()Jt山， by the body to the body)損岩が5えられなければなら F、

たとえば、被fIlが原(11を殴る、あるいは、被(11が原;llの物を地す、などの例が

考えられる j しかし、被告の身科、によってではあるがほ c州川)原告の身刊、

に)，1してではなく(附nHl CογJ河川知包が与えられた場台には、アクィーリア

リ、訴権は認められないが、事実司付住が認められるようになったサたとえば、被

;11が原刊のJR輸を川的中に投げるという例が与えられるつさらに、被(llの身体

によ uてでもなく(即日 α叩?仰TC)原告の身体に対してごもなく (1'1<:)11in cortus) 

H1&が与えられた劫台には、アクィーリア法訴権は認められないが、準訴権が

認められるようにな》た〉たとえば、被苫が原苫の奴隷を 1'1111にしたために、

奴隷がl民がしたという例が与えられる 2

第 2の制限は、それが存在することがつぎのように推定される口第 1の制限

の箇所で1賞討したように、原告の右体物が物理的に摂された場什または原告の

手の屑かない!肝に世かれた場合、ほぽd市に、 j且苫は相手与を同況できると認めら

れた。しかしさらに、ザ説草纂 (Digesla) (A.D.S33に最初に出版されたJ

北法57(4玖):J)1837 ]
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によれば、 F桔 (Jfiemus，; に1:トH足する江 f (7) q七亡グリゐ白人父*~.i ;t :tr~ 7;-を凶役で

きるこ認めιれたかし、二の子出(こ服従する息子のタヒ亡という .;.1限}よ、中

it まれボ lf~í;:[r:~ L，、と νなへのyt:のためにもj支流カ認められるように 牧イじされ

ナヲけかくて、害はにの化iよる符it討員ったのがC:々 を認め(，れ'，)上うになっ汗ハ

こじつが):.:の出j 出去の法i戒を交けて、 l-f-l [1tや初l)j境 jL~1"\:内法fナ訂(土、即、 -;':-!i :tï:古を

うづJ;人，1，音債を受けることがで主、そして、そ

σの)l減4シ少、fふ:--，;3;11木す f品乙と単お純Eに;三，1明問して V、吋丈， し刀， 1.、必んは、

物用l巧?白書とそのイ止のti'，失をL王別して¥"'!:;bけでは止かった bちλ ん、彼ら

l王、陣、が今Eごいろところの有"什経済おうたをわ7たにもか刀、わらす弘、守され

る守?何仔亨l挙人、いる げれども、f，~らは、 L以主:舟寺が勺司と

経2斉市3羽Hヲ失ごを全けた劫f介7のすべvてとについてj此i主、t流奇汽才れ'i.-<ゐコ tと，主主j仮炭しているわ}け7てで、はな

い}ここで注ロ「べきは、純粋寺子凶損失といろ範時は、ノ?ι!の判例ゃったおよカ苛lJ

り l哨 L た~正念:であり、 101廿i~~以前のμJ苧者が知っていた慨:古ではない l~i でめるハ

サ屯ノ ι 

1，:% (:Jは、たしカ l、JV:;¥\土fHτ 存立 l 了れ:ょ:'~.~さイ:下~'5:けることがむ品、 ぞ(て、

そこにい jj員'王;は l原告の財産の減生を立叫、 4一 ω と)~ 般Jjなc:えを 4一ω

が、それは!i，体的な~(;、;こ対するものである c での拾わの日 nti: つ円休日吉な向

いとは、 ゴー、?O)n-!ず者カすでに間A子していたものであ i:、 つまり、被t!?の.J

体}よ J て汚(;¥の寺{本::itJ1， "弘弁が守えられ /::..i:'l::j{，;ではない場合に、来;11は

ずi治されるかとし lうもの「ある~

{ィウ 向然法学派

ローマμ、学芥七、主 111_1"1ーマ'(.L-:手計も、不i1ゴJ為の一政昨苅を考祭うていた

わけ目止なかっ会。tIリ省(ニ、 j主U'iが守えられる長体的な事例主議E請していただ

けであるし、殺すす!土 ロ マU，()千了キストを珂ボ「さ什 ζ っエ L--C¥"jんがけごあ

る。それ~':).]' l，" "、、 :6世紀初jf"Oi後期ス--;-7 ~~之釘、そして、そり役ク)北部日 W:"

J、学fは、 校王手両日 f立案Lたむ

改t;，土、人は、ずでに向己¥-~- j帝国すゐものs<i;されえ場fTだけでなく、将来、

:;;;':11のあるものをIf7..符干るこ〆を妨げられたf考古も主己、設しうされ 1，;)， さであ

口丈:少えは、被告がJ忠告の本の前の遣に汚物を世v 丈一丈め日1告がjj;:f:により

出ij;ír:を支払わなければならなかコた場合、 J~~日の侍F がl京仏úJ j.善計を景;震した

場f、、弁護一上(7)技能小)2_(?) ために ~i;言客カ打失を彼った場行、陸自は此f斉さオLる υ

C (:，mlli')幻ffηarl()le 4，λt ~h4 2刷、

~lìJ、 Sii4. >':.:4，18以1
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るかを I-，I，-!うた、およそはじめての J手占であった。ま F、 1'11のni出入じ斗1n日吉

川224，2~)-1274! は、志る人が過失によけ (cu~par)lyノ引の人から、彼())もの

イト今一ったとさ げ'1の人とペ在はHじヘ入 I:)I;'主は泣主に賠償す之}花戸考カずあと}が、

ある人が日1:の人か九、似のものlなっ Iーかも'--，しなし吋可かを作ゐのを妨げ作〉

さにも、口n占はf-tli-~， 熊賞写る執務があると寸る 3 ある人が切り j\./~ • ら、型脱

似をナJく{与るごあろう mを妨げたl刈や、ある人が/';1](コ人0)種を潰しし収穫物

'士I号るのか1[:)~ y工1刈ネ守げる。こil ¥討して、日 lじI;'.ll (H掛川りつ 1;S;)/l? j 去、

，'l.qulna只に以諭した すなオ】ち、，;Z;fiÇ物の例 ζ ユ:W収怜の刊とを ~j!I;~ 上うと宇

る〕 ゾJ't"、磁の賠償を求める首[之、このむにIすする権利を有し仁いるかり

ぞれが可世なのどあり そして、日枝矧に収核物全得られるとあろうという慢

のfJS1(立、このEiに対すゐ作刈に基礎を巴くものであるから、その日吉悩を求め

るこ〆ができるグn:ある i也方で、 ~!;'1_~~〆浪乃 E!":fUを弘ゆる計は、ニ乃聖職十士、こ

対する時fUを仇して v ないカ lヲ、ぞれがメ、μj慌なのとある。つまり、 l以f士「が子

it;，，-J; しごいカなる格引をも有さないとごろの刊誌を j~~'尋寸るの徐被山内、弘吉

Lλψ〉ら介いって、被告以 y忠告に賠償しなけg(，どならないわけではないし広告

はいかなるも ωμ討してもいかなる権利をも取得していないの守あ i人何~)1rt 

のなのになっ ζいな v

ないのぐあ/:-，， これ"JJI亡、千ミ民スコラ学省;よ、 じ乱jeLl口をれ-1;;~，したに す

なわち、立Eによらない耳Z引においては、ある人が引の人を苫しておいて、日，

jJが伶£にそ(7)11丈 i!上げたもグ)を出遣しない収合または前誌が没占にぞの取り

ト~' yたも(})を胎1雪 Lない馬台、矯江 Ú7jü 義 ~A -y'iSTJ)日1i叩 dt'れら ofCm;11'1';tatiH" 

j :~sl icc; は殺与れゐ。そこにいうがj長が泣どから正!i'l げ丈も内的中には、権

手 I~/< けではなく、注1'1](，不づく不'1誌の設句への;t，~ i:"t: C
t-弘不'1に五つかな、、手じ誌の

獲得への期待があるが、{そ期ス J")字 {j- は、矯 l 的iI執の兄刈~:こよし後2i;

を|メ j}j"cJ ることはな刀、-~た J かくて、役目j スコフ己主計;止、矯 ilJJi[一義之坪 111 と

じて、人はその作手IJや

るべき乙ちるとした芯

l 況の ζうながl主主なしし期待手伝Jされ丈ら民保され

ミいい、ー G roti II S お~~-16ι日土、 /;--'1'去 1，--~t~ ì'~とによ〉け

Caj: hnの議論l止、 19世紀終わけから20世紀はじめに、イヰ.， スおよびドイ

ソ:ニ t仏、て、円び読みれ、純粋粁湾t~央に年j -1る声11(1)心安門ニ寺，L ノワを吹き込t
ことになる。

日アリストアレスの矯lUf';]; 長ジ〉考よか引く l

二日社57(4以)3)l2_'>'5 :1721 
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る恭本l肝日 1: についての什タ!など;!:~の ~f-j で、つぎのような説酬をかえたc すなわ

ち、過央、f山 1けから損害がとピ :lUJ義{たが生じる、つまり 絹害!よ日告与れ

なければなければならない、そじて、 JWDi::主人が役(7)もっところのものよ

も少なくもつJ品合であふ

?を期ス 1")学 J3[土、 L ZtJclan が~%って u 、ることにつし川一:土、おお J そ賛成し

ごいたのに対ししとm くらい損害桔債や文七、うべきかじ~_) 1， 'ζ は、錯綜した

司王 J~': やおおいに ι てし吠九ます、 ¥qn;l山内 J之、先の例で、聖職禄ペコ::{楼物苛

立;立~-~トべきではあ々か、その liIIi他 (r>~、百;を片 11'tずる ι、'?~はなく、当裁の人物乙

事前の状'!'~~にJJ;:;\ ヘそ fLJ: I)~告なく℃足りると Jたにというのは、持主者は

たと去加害fi'が何もじなかったと lても、:とま，'S"王な ZZl人;によっ、出材対や収

干f;，'おを侍るの妨げられトかもしれな v、からであるーこの '¥(F:lll日目的ぷ1411に後

見iスコラ予言伝拾っ九し、さ主に議拾を洗練させてい J た ま仁たとえば

Mぃ;↓n礼 :b3;rlむし(;;玉、 't;())llt:.蒋物の例む、 :1-穫町山正荷物心何不良が姶催さ

れたとすれ lf 、 j~~-IJ!，干上i~~首公れたことになる、とLミうのは、 WZ.l後明治、?と〆jくi

つれど、↑t手jのlj.:.jょに必 W~ (T) ril;j'[や必要な労勃が活力:;<1一るごめ、収穫~ifl の J十世

izfム争、ずるから、というハ王た、たとえば dぞ】~，g:o t 158:3-:出30) 止、ずヨ~:lj、

殺ナえれたと 3 ーをの持 tカitt与の f屈を容易に前ょV:-c.さる地々 が}I守常ごあるカ

ら、寸ニ馬子殺えれた|侍のてf-，t=t0の価11白が治官t~jれるべきであるが、それが間続な

場台は、了応が視，"6になった Eすとの日fTIi'JJ弔E怖されるべきごあわ、 tいう " aぅ

るいは、小法1; 為{;が制作地内断4J 占を l皐い !:\υ だ役、 f乍~J.;をねj~';'- ，t士寸|地を

~-i有していただけのと去、不法，Li有者 lよ土 lt!.'ê 返還?るだけれまない l リi有 R

F封i 作地 λ 追い山されなうっ i~: ならばt~:f脅してレたであろっ作物足 ft~償しなけ

れはないなU 、どいう -t~ .-1< 1 、税見ヘコ門物のfti恒の全部を賠償「る立要はな

く、危険平安財をうヤ除しなければならな1品。さらに、羽鳥千↑乍初;こぶするおさ在、

すなわち、将来、利子止を獲得することへのf:!J待二 十おや士地だけに早泌を書

くものではなく、所〆当者のそれらや立てる賛同ふj"!.t入すると況定ずる意思にも

まと茶認を l者くものである)将来、利誌を礼拝す心機公 luつpurtu:-!ity，】ば、

J}liUにおし γ-Cb、 '5~r))-::.:J，占が￡り、 IJ'，:，べJゴ隔のJli1'1: OJirtJl:ヨは子のようを外事

会:こ依存するものである日

η 日1'¥:'メLl.)べき事l誌が万11再守のや、思fけではなく波書者のら巴にももえ今;する I

F 士わ ι、以芦の交ととの不確実日『決 .L~ゲ〕喪失〕を間話 l しているとJJIわれるじ

~lìJ、 Sii4. >'u~ ， 183全
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後問スコラ学者がじJ.jC12丘町与えを戸'fg，，--.、C;-ro~iLlS 七 PLlIC吋οrI ~J 63?'-16S{! 

iょC九Jete.llの:g去に言及すら Lなかハたごとわι 彼の考去、すなわち、 4吉

Y:":e ~L(-~_メずしご権利をもれな~ ，とニろ(!j刊え止を獲得1 る伐た(c!lenlCC:)長;!0(→

対 Fるns:怖を否定寸べきかkっか的論争は忘れJ、られて Lま)/_ 1む

(2j 19世紀終わりから20世紀はじめまで

このころ、ますはトイソおいて、つぎにイ干リスにアメリカ lおいて、純

粋終的担当に討して、被苫の責任を (if定するノン ル 原告の救υでを行定宇ゐ

ルール が31、羽; 1二っそして、 (;ordlr\-，'教授は、 LålC~2Il♂JJ丸山と PI 憾。そ

の根携は脆~-)\; ;:'j:ごものであッた hごもかかわ h ず、概念i1、主主の時代~，_~ f士、この萱ノ千

およむ政治を否定する討をμたは侵害きであ")tと寸る

fア1ドイツ法

190U'7" cころまで、ドイ/';:.1、lこ;土、汀 -?/ょのヮキストグ)~;坊が浅T干にていたハ

それより吋って、~ 9-HL#:~のは!め仁 l土、 U-7 i':'t:\心、 l慢さわて、町11与はあふ

f主主互の損害の Fめに救済されるべきではないという考え与が唄;il!:，，"なわι、

;~山門人身およぶ所々物への市古のためにのJ-;. i，!t!~ は i主任を白う fえさであると

の結論が'J、されたU その恨部こして、ローマμ、の 'T::'fスト 4指孤!~;るだけの，1;

半:苔もいとし、 J¥lldolfvon Jheri，:g ':1818--'的引のように、何ムうのみ法i

より帝1I""'されなし l とすれば、立千てはl'、宇ぎるものになるであろろと議諸 3ーるiJ、

J手Jiもいたへ

それより下コ[¥土9111記(})終わりには r_Fj\~Cり j立停を制限する方{J、は、それ

より広く E雪作を内疋する jJs去 に 取 っ て 代 わられたr Otlo ¥-01l Gιcl k( 

Utす':1 19:ノ1) :;3よ{/To:-:.;E;i Kohl引 U84?< 1919) は、引き ~J!炉、告のq-J九およ r/

人格の有志に州連する帯引の寸前 v、を伝合，'，吋主素引を負う、 とし Iった。さり

t、 ド f ソ 1(;1;82::矢封 l立、;-~~玄ノLlよ辿尖によ I1 他人 0)生命、舟体、 tみよ十

向111、所白枠又はそのi:g，oHji;，:，j事違法J慢 1_--'>一千者は、その他人 1，:，ずし 二オし

によって生じた1ft;芹を;t";fi白ずる義務を負う と計三めと 起 rl.--:守は、つぎの

ようにξえたっ人;rべ j巧布十干のよろな序列の侵士こそが十1去行為亡ある、と， ， 

与のは、そのよへな除手lバムいかなるnに士'J'じても I張存れ斗ふと L う当 L宋む

GunJ;ey. sutm lI(l(e 4， a: 2f;G-:::~70 

ムム!者&:f-];I5':.前同注4・72ftの荊訳ル引ltIした

二日社 S7~4 以).:.)l2.'>，;) :1741 



サ屯ノ ι 

地対である。これに汁'~て、契約に長っく接相jのような筒惇l工、契約;おける

+u干方当字朽のような特;;-人すなわち債務rに対して Lか;..)に ~jしえな d 土 す

なわち、不法行為は、債権手法む寸るここにぶつてなされることはない‘とい

うのは、↑刻削工、情j幸子flよって:川手斉されえでも、そ:乃他のいかなるすflよっ

てもidτされえないからであるつ

起 1'1" '(;' (ょ、純粋がi;H己害についご議論し ινたわけではなか 3たベ慌たは、

絶対NtZ~ 相対枠奇 1731 して ν吠l:'(.-Jであっ式¥しかし、 (~()nJk\ 宇土持;之、治

77が計tJ権を妨持したときに、債権者が相対権 Jグ】妨害を.ir;:_::r:'=;x討され在い

とすれば、今Eごいろところの封l什経済，iLl7iを理由に以押されな 1...)としう帰結

になるとする

(~tldl:'j 教授は、まとめて、つぎのよ 1 に分析するこ花作経済担むの日苦悩を

子f7Eすゐノ，レ11、もムもと、被今に慕ぺく議論にノ;'11とはみえる Lころのも

の;こ依拠じていたすなわ打、口がA())Pに対寸るA務付履行を肪ヂ?にたと季、

F はD(.~汁して .j0:i斉か求めムれなし、なぜならば Pは、 A仁上つ亡義務を釘

担されどおり、ム)にニコごJ五j'主を fそ担己 h 亡しないか内である U 二万土うな議

論のや i) hi之、 19-tl紀の域 ，f~主義 f イノ人のいう問先1王j苧 ι特ぬの之、

の仁あるこ n史念法)1~ ~i ， 方で、 )uff7の;j;J:ì'汗を申 I;J~-tるーとによっ u いかな

る原理原目nまたは辺日目的が拡逆 Xれるのかo与l色しな 1 は念法ニ手は、他 h

P、万人に十張 ξきる花:eH主l特定人に Lかγ 世i-Cきない判itJ住と，，-，う時三、か

ら、町、"のよ，~;:耳を引以することをづ 1:':. nIそうとする η しかし、絶tげきた作刻字主

という概念;よ e プ工法行為。〉救i丘の出:1現という懸案に泊frするように案出主れた

ものミはなし、から、これらの概念が、て の~~ i，_ ，(I~ 主与え弁会 'L とは期待できな \.\0

Gοy け1司教Jを;土、概念上義古河、詳を ñ う直巨(ニドイソ民仏アパ;]~II'I され t~ (い7

怯史じっ1，'11訟が、そこ lはあと》のであるとする

(引 コモン・口一

!イソ叫~同校に、 イ示リスj/.もにおいても、それゆ去に、アメ jカ〉たにおい

ごも、オ、グ ')νyンスでは純1f一軒 J汁jC;丈の}i:";'ftt(，t.;f!L七は士されえなしヘ〉いわ

れるようになったハ l;ordlc¥教授は、 とくにノギ 1スのlGlI百円 ;::ji1とを1きんで。

~ Gordlη:::tt1iよ、とんなぷもうかる介覧会はひとませどおく :，Jet al()~:e rrJ:re eco 

n()Fll(叩 pul'-~-，1l 1~ lC'州、 ピ書き添えるー ~~()nji( y， sutm 1l!;I(' '1， (tL :272 

-' fbid. at ワ 71-:~7~l

~lìJ、 Sii4. :0)1832 
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おもにイギ '1 れ'1 世間~{:王加を検n汁るμ

G()1":l~ど yr:d-1の結論は、つぎのとおりじある υ ド「ツ ~1，、にお v 、ーとは、 結合究fJ

定¥〈つ府、仰はある一瞬に集約されるがりと{;!:、，!JX:'."i 時点)、イギ 1).I?:とにJ::i'.;どは、

その主つなた、換白!土 f主コきり LてU、ゐわけで f主ないが、あふ二レはあノj そ

して、その転校点でl土、 ドノ /1!:i去川、の起草J11こ影響を与えたものと ril除。〉概

念均な訣市が、 イヰりス判例法山!とどruな伎剖を果た 1たコ

la)eキ)スでは、 10世紀に入っては乙めて、ネク，)ン寸ンスに基づく

バ訟が認識されたわプグリジ了、スにおい仁、 /if→('1."うエころの結枠統計掛

矢がfえi芦されるか ζ うかの問題が烹殺されたのは、問中i!の交わり口にと主， l 

X ヲ Jこのことであった I での「十期主~C" :'は、数I1百の辛1↑刈が主ti2r};~ (i'，として'， 1た

が、純;:;J，経済lH~たを庄自に L てそうして1;，/わけではなかった r とえば、 t円

台が法く~~，し j一ざじいるかム〉か ':ye l1~ote;' 、 t:k ì誌を凸去すゐレ放同されるへ

"ここで hよ、もっぱら、同教廷の主 ~hを要約「ることとする。その際も、同

教授が選択した!日制の判日('~f れつに士]すω íJ~:の汗祉を号、古15~;G~q-jω こ炉;，:..-t:--

ず、 rfij教授が重:!.zと位置づけたtl!伐とそれらに対する伎の剖怖を同説サること

にするべ

見ネグリン r，./工法における泌枠が済釘先的民喰11;;主のfUjyi]?'とヱヨ(土、本格に

おいてvパ(まな〈、 lliJl主検討すること¥'~ L 丈い J 五日干の[]"需の文放L~て、つ

i..'{りもの刀、ある干ufflkヂ英ボ叶例fリJ究公 l矢到敏也代表) 資料英 1，判例
研究(九、 ネク}ジニンスと経符白0m長 l;寸プユノンコす)レー久ゲリジュ

ンスグ) 倒;問 1]山4)Jt較;1、主主臼巻2号111":=1"以下;砦円札 口三 ァ、ケリ;/:1':' 

ンスの構造 汗而J (1990) 性:工科学樹党':';を l号l民主l、ト;H'子、グリン J

ンスのHtr-:み・再論・様;kf手町]英 会本守;!I:j)~制M -'t~:~岩 間;tL生占科記念 z現

代社会こ民法ザ:0)到I-h-上 不 法fj-/.tJJ け99:2:， 11，11閏j主、"υ、ぺ臼j河i義イ信言「イギ1汀]フス、

J長匡害H賠舌「償当μ、 σのノ士出q干~，謝白結古」μ(Jμ9史的j花冷叫9

粋料卦山剖(下H内"恒I出己:火i人、紋止σ出;!掠虫引1状t幻(19抑9[う日毎守亨Ti':!詰!2-lt3岬『究f会:二芯e;]口29~J 1 1:頁ミ〆以ブ下，琳同一て今 I
棺 j見止恥 lノス、グりジ寸 /ス }什法よ去;(才おコけ〆る当 liý，jt_~， ;JJ汽な経符3Jt~_7、~ i::"!:、埋め請ネtJ:)997) 

九日;)、字。弓 lf)5頁以 F;松111怯氾「イギリ λi)、(詰ける組枠な経治的損失と

不ゲリジ J，~ス責任 Hcdtc¥' B¥.':'!:c "7'-出の恭礎ゴけをめぐって--_.)、(----'¥、

{三)J¥99';)印linliii、ア:':6ffi 2 =ヨう~81 民以下、 2'1き 1-jEす6:'-:'主Hj，:::、¥ω8)2i 

巻2= ，3 -jj-121 tHX ~ 川元王手配英也知おけゐ不グ)ン J 〆ス決。〉民間(-;

「日ヨ係γ:J;空尚j~ ツ、;~' 1]1心に 」 は(J05) 名J時イJ¥干::;5左[号 10頁JJ、「な

ど}

二日社57(4主jD)l2_'J，l ~17Gj 
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三位の設が肥大になるノ少んとか、といろ辺白でめる c HiJ甚l士、凶12関係。〕

日1<1で問題をと lろえていたのでありい山訪問。nノ、絞:行{よ、原告の数が確立:

Lない状態を避けるための実限的な辺"占からさごいたのである 【pragr:l;リょC

df:'日j;"!;，)10，

しかし、つり位五ーに人ると、光寺前な体系書の村Jiりは、ロIf::出り先例を!ji(り上

げ C、従土とは呉なる府和、を地すようになったじマなわち、財叫にtすするほ手!

の侵JにはYてな打、役務に吋する権利叩契約;ニ汁ずる埼;刈の長LJのfめにはi也

怖は担泌することがrさな 1，， ，..点、 i主恩義務かな L 通(~ニムに不グ工ンス i こ

恭づく訴訟はな"と炉、小法公行為をした者!対向 IJ を+~7;された t; いだけtt.~千

主負うなどといへようにな Jた

(b) 平1I仰は、そのよろな?者の解釈を取り入れるこ~: ~な~)-r:それが、

lα ふ0(:(IC _.--i liGiLyJit乙de点灯?ω吋uc;;eu He'lκe' 1/， Re山rets
11
; あ之 被告がi!l'):(こよ

り、荷を詰めすf¥'-C，~10 を ;:t ま立たっその船?とぷft7 は曳船型約を締結しにい

たη そごで、原;l1は被;11l、夜"うーその将片手;:'[ませなかべたら原，--，がきの訟を

えいとなv吠であろう金践のLl:ll<stをJ::f!J/: 抗告の弁務土l土、 J員三ーがi主〈併れ

ず手ていないか同 ~ì:~償される二主張したn ぞれを争う代わ'iに、ほ円心弁iて i

i ま e 史かれる治的別有者 l二対して :;i~ 主主 :j'-j;j芳に f吉良 l ヨ芸がと主じているが旦

';\c) 曳くJ;;;il.弔問する I~ll 1) tw~てなさ侵~: (山川nf1SIlに11111;11νみしかな v と主張し

丈、結局、主主判官はね告の議論l均成LL 仕なわち、!原告は佼百 ¥，miHFia)

だけでなく、つまり被 ;I!の表J寄進 lプだけでなく、日身 (itfl l への釘7

(，i山川口ι111η) も、 L かもiJ、によコて認められるという窓或 Lの民与も、 :lLi正

Lなければくよらないこ判示した

!¥'!.'iJ/'OF(JUみfι 後、損害が;3:く断;ll--Cいふかμλ かが百日題なのではなく、原告

1'， (;川dl;-:¥'投授は、つぎの ih の判決合事l了イJ リ

じattlct'. Thc ，')'twl"ω11. (，¥"(1[( n弘、irksCo， (1伐7S)U-( J\ìむ~). 4S~; 

SimpS!i1i &: Cυ む Tlwm品川 ilSi7)3 "じ 2i9

lnglo-Algerian Stα?出 iiil!Cu. Ud. :;. TJi:; 1-!01!ld:!1一 !"UkUd， :19印l]j 

K.B.6九日

~6 リ 1 1] 1 K，b， 24:， 
~lìJ、 Sii4.298 ，1 1830
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が被勺たlCi士的経矧がI-，I，-!出なグ)であるとす乙1Ti_たが絞く、ことにな〈JF 

その'1:大成ともいえる1可決が、 SCM (Uuit:;d j{iugdつ;n)Ud. !'. l¥./. ::71ittall &-

S'OH Lfd.l:<こ Stmr{u}tSlcc! t:. .illlo山 L!d.1'. -，-¥I.山 lill(0 Cυ((υnlra!'!υ日 ; Lf d.l~- であ

る}ド'，)方エも、む言アパ泣Dミ， -ζ2て電線を切|訴しナヲt?めに、原告の Y場への_i1

市が切断された事案である。それににおし，-¥原 ;Ilは佼 l に逸失刊誌の前首 1百

点をしたが、手持却すず決 rあった、

(じ~()川1 山 V 敦 j佼壬は、 つiきぎらf守 Jの)"つ lにこし つ これ r九)(， :，;f3いて誠半判(再所片は、 純村

失のト町Hiii仏'iI'償;勾Z子η「定 jルレ ルを明不LてLたわけごれ;は土な、ミが、 百外に土思:す<~C，味主LごいJたι三:!と二い

えるア九忽ノカ￡三;';ろうつ合し、原[!:~0)日二者にふfする契約 l の権利(f古梓 J を被 iIJ が妨

害ししも責任命白うことがないとなれば、 L わんや、 l泉南か第て計から中7~之い

〈らかの干'11..6まを;:けるごめゥうとしう単なる知;待(相手去 J を伎告が防主しとも

Eli工を負うことは主:いと在るからである日さムにいえl王、被苫が貰11を負うた

l府、わが )J 人に対レご l 慌で与る t0併の 4 ろ ，~ç 作〆汀 b 二 i貢反しな

ければならなしミのでヰノ勺て、!f~-，E 人仁川 L 亡、か主張できないイ古培のような権

Rに選以'-.--/，けでは足的なし 1のとあるハ

めには、悦ff7l士、

、じordl引教授は、 ロイソ，'1:了1去と/ギ 1)ス刊例法ω1円jicJJ'，、亡、で

の-4L41の桔呆だけでむく方1'1までもが ↑同然に ~'i l__ ¥いるごとをた悦ととも

に桁摘する |寸!j授は、ドイツの議誌もイギ l!;えの議論も、 2i1Uc紀初叫には;;il

Gord\司教訟は、つぎの 7 つの判抗を主主 ，~y ;~ 

;-J!i，)tI ，)'!eUIi! '1時仇 Ud.t'. Shif!!!inj;白川γfル， [1922] 1 1<1すれ 121

九[oyn:.，'iJ1iS'ic出品itCo. Ud. V 口町、月山 Casllc[1 D-: iJ ;¥.c. 365; 

!Jest ，'. Smnuc! F'oxおじ'0， J.d， 今52J，'¥，('， 716 

./1 t山t却m附Fマ官'n l!冗~I!円v-Gω:

:19口3斗 A仁 4:_)'/，，;
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1♀J)があ lだよょにみえた Lかしそグ〉段、疑われるに公 lだ ィ京地午Jまた

はi既:z':u(Jな謀者3を体迅しているとする つ王:) ドノノ氏以制定討も/ギ iス出j

沢氏"紫も、概念ルJな議論が優等であつれ持黙と制Yヘレ二重なる円であるそして、

J持「リスにおいて J土、概念的な訣論の11'i努なl時点を過ぎても、長い問、純粋経

清担宍の時三慎?;'7Eル ルカ{L，まだ説î-~-ノJ/;-'- j(l ると与えたためか、あるいは、売

問を草L -D>9 るたのか、裁判.--，は:1--Îj Æ-主{ワ判決や設け jJ2ヲーとと ，~t .~)たのむある J

(0) 純粋経流布 f人の括償杏会ルー)!~ }少jJ}f:ずじてからの長い問、 f>'-)手日

民戸 t.J 、そ h(.':'l~~十討が入ったことがあったか、そのワ伐とも、学 ι 込めら札

7h 〕 Iょっi/(;g!1UC! ミ 1 1'1'(:ns()}~.- とHullハ Dyme 氏 Co. Lld. L'. Hc!lcr & I'l1r!配 !'sL l!l. ~1 

である。おてらく、その叶の裁判(~工、ムjヒミ実 J〆ー }ι が七!土 V説得力やもたない

と与え J めであろよ けれ cも、ふの役の裁判官は、当該 Iレー Jレをまども令子:M

り返し たυ )L _~とわ九、 これらの判決~)百珂は、沼町こよじ製j立された牧 l日のよ号

守山川wg!u!e1;. .¥'!州市rl!1:および同失によ J11乎'共された信市のJ坊什 Ulullr:j

じだけ活性Iミれるこ tl]'J、L_.l:.(J)とあ令

(;0了、1，司教J空J工、つぎのよ Ji l二結論づ l 十~， コモ〆・口 :1、ときに、:布石

ごとにdl誌識や料験 (coムn 且O~ Sεnse 01εxpεムlellCeノでもコて河討をj耕民ずる 1

Lカし、純粋経済損矢の賠償K.2，，~>につし "C(土、でのよう会方法ではなく、出担

問J 王とは.;;:Z:i:tt::;td.: ~~U-18 (J"(:~ionaJe) でもっと問 ~~ii ず.fW伏したのごある口マ

(ウ) まとめ

C;ordlc}設授の主張l土、つぎのとおけであ乙っ

l 概念的な説明子説得ノりえもっ手ようにみえ i~:時期に、純粋経 i'ílW.':

山口口'{'(~否定ノ ルが成」ムし丈'icぃλの;之、歴史の偶然である 汗 Lか

f 、不法行為(/)決済を制限することは .J~， :i~.、である c そしに、必 sQ(7)的

然から、 F れ，j工作:1)~あたからとしッて。 政策-¥-，'，:-¥識や経験の見叶)か

ら、この日F悩r:f-;:t:J[， -)レがよ!ij坦なRF悩H同|浪ルールごはなしというわけ

ごはなし L かし、~-; hが畏迫右:!J以であゐ〆すれば、それはあまり

以) [i 932J へ(日、2 人lJ.'j円占子役ットものごあゐ てのため、 (;Ndlt、主土壬が

ここ合これを引くロ図が必了しも明九か fはな、ミよ"に否われる日

】 [:i 96{1 "'¥.Cイ65叫特持b'耳目τをt}A.~，たものである。
に Gcnf:ひv.sulげaIwrc L;" ;:t 2;己;2S()

l.:.79; ~lìJ、 Sii4.29(;)182 ヨ
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にがwへの 投といえるであろう;;-~ 

1I . Atiyah教授の政策考慮

P. S. .Aúv ニh 投授は、 19許可じ、高h斉おそのツJ 里f では辰も千~'1〆!な剥J文， ;I¥、タ

リジ Lンスとが信組)よ/4を先妻、する Hed!cv H1TltC' 1'1パよとに触先き 1しご執筆し

汗ものであみ〔前立の '!IJ半は、判例奇 l事にう:'-，j1fL 丈ものであるが、 f~ミずは、

政策考I紅(ドuh:yCuniderat:ons) とP主して話じたものである

υ)1主↑昔日うfを簡単に糾;rするこことするハ

- - ラー iふ
~~にい、

f¥ :，i-:，η;教授!土、 まず、つぎのように vミう JJl1J U、ノト約半辛料i2rtid.'f;に:4;;'-J'!~ 

賠償を認めるこ 2 にンi~it主的である平な」哩E!:: o: ヂは、裁判所が 1 つの事{t'7J'

ら~，数の~~; ~ I~二が生とることを，2'けとし、と頼うからであ心 しかし、」れよう右

坪山づけの干1kl;怜にう v、(1立、疑問が抑えかも j しなしL

そして、 li;J~Ü2 は、 u蛇*~亙車可首ぴ)過失 r より引き起こさわたさ吉旭事政て釘

鳴しと、職場で情けなくなっ f被用者の:jJ問、つま打、活用昔に結果的金I予約

叫失がfとした事例を検I.-Jずる0'

:のと主、 f児.4'若 l手、山転者かふ当該主議長ての賠償ヰげをける?とかじ主な

」ぞのモヨ、l'長;土、?ン7::ょ ι"' 古、日と?とところ、つまれイi日!-J:~ のところに却まる

レいぺこ〉ごあ令。ところ手、彼用者が削気やケフJf休~~t-9一ゐリスクは、 f吏rU

jJ がてHt'寸べ，~; .;日常的リスクであり、そ列とよ七べると、上， i~ (l") ~I:ぅ ぷの l長失lこ

よh対!?1計カ f+:J:i1するリスク iよ、街岳、(1);!スクじある u そLて 通.，Jのリスク

~: t呪少0)I J スクの記事例におい亡、ゴk紋jJ1失:立、ピーネ λλ 通じてうj-'~:í: され、

y 業(i ndll::;~; y': 会{与によりど負担され、 :j-いご f之、社会 U.ll.l:)1;'-.~) 全作いよっ

て負j"l1される つまり、製;f:['bから消費11'へo斗::1格転校一戸ぞれである。

ごのと去、使!f;:-r;-:よ、運転告から当了支令銭Jョ:にの始f空会受)十る F とがむきる、

J 仮定てムゐ。そのね取は、判定の使R;言から判定J)述語号、者へと負担がJ皇帝ム

されるの?は，~:く、製造坊の治宝 7iから楕成されるよ上会ん休 (com r.lunitv:J 点、

JhuL ;-J l 28C 

方 j !-'. S. A~iyah. i"egli;:;'encと andEconon.lIc Loss (1 %7) 8:3 L.Q.K 248 

のとき、使用人心抗告i、役務の担夫に基づ〈訴惇 lιldu:tcr q削 dscrvi 1川 n

m市 11j{よ地th~三れないと仮定する

二日社 57(4主日)l227 )8ハl
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ら自動車逆転長から構成される部分社公(11l0lorir市 communily)へと負刊が移

転されるのごあるじつまり、賠償責任保険制l主にょっと、 i品史による交通事以

の費出を白動車逆転話が全体として負jH寸るのである。

金銭損失の賠償を認めるかどうかを決 Fるためには、このような大きなス

ケ ルでの負jH転嫁的利点と欠点を与えなければならない。

そこで、|ロl教授は、まず、このよう在大規t~~な t!担転嫁の欠白を考慮する j

すなわι、その欠点は明らかである。自動車逆転者の過先による交通事故で被

刑者が負傷するたびに使刑者が日勤半運件計に対して山桐の請求権を取得する

とすると、それは非常に同怖かつ非効本的な照会うr散のh法となるからである。

他方、現在の制度、つまり使用者が 11動半運中.f-i計に対しごJJIj伺の請求権を取得

しないという制度によると、損3は、産業全体ひいては社会全体により吸収さ

れるので、まったく費刷がかからずに分昔土されるからである〉

そし亡、同教廷は、つぎに、このような大規模な負担転嫁の利点を考曙する。

すなわち、その利内はあまり明らかではないっ第 1に、罪のない当事者から過

ちのある当事者へと責任が転kまされるから、ヰIJ点があるようにみえるではない

かと反論されるかもしれなしh しかし、ここでは、特'疋の過失ある運転者U身

が損害賠償を仏うのではなく、彼の保険会朴、ひいては逆転者から構成される

部分担会がそれをするのである。したがって、ここでは、第 1の利内はない 3

抗日に、運転音から構成される社会のほうがより適切な費用を負担すべき社会

であると主張されるかも Lれない。おおさっぱにいえば、 i卓転~-が危険をつく

るのであるか向、その運転者がその危険を負うべきである、といえるかも Lれ

ない。しかし、社公全体を#然とlメ別して、どんなグループがとんなリスクを

生み出 fかを識日Ij-j-ることがむきるならば、それは確同たる議論となるが、実

際には、そうではない。 I白動車逆転の部分社余 ¥moLOril明 COl1l111山iLy)J は、

消費者全刊、の生合と明確に区別できるものではなく、ある:ti:R本では、消費者全

体の集台をも包含するものである。つまり、消賀者は、全員が全員、自動車逆

転者ではないとしても、令員が全員、日動半による物lTl運送平h食料運送から利

益を得ているからであるレかくて、自動車逆転の部分子十会によって負担される

リスクのコストは、長いþf-ê見れば、全人口聞に分-~'2:される〉したがって、第

20)利点もないo ;X~ 3に、特定の状況においては、 1 品のような lJ法でm~-が

分散されない場合がある、といえるかもしれない つまり、ずべての使用者が

大企業であり、被用者がケガをさせられ休職させられることによる損舎を分配

[181J ltiJと57(4-294)1826
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できるわけではなし"-1')る~-IJ小イh業の↑史活必が、吋 "ÉJ)時期に特定の除用品か

休暇する三とにより-I..:Hilj'tをとミげる場合{;I~': "">わけではないこれは、一浄lで、

真実と点る、しかし、ここで与慮寸べさは、すべての状況において という

のは、ィj、(之、損害を分散できる使用者か、できない絞m7iかを右かなか区別で

きなし 'i;-士 、f1'!片釘 l二l百犬持を認めること?、欠「、じ時る利点があるかど

ろカといろことと あるじそし仁、そ{つ乞?えは、 JIごある -9-，~t わち、十>1:)IJ 者に

向己のすうi川in:'j円5日吉悩去三?とめる号Ij悩独ウの市求俸が与えら才しゐとすれば、町外

れの主主の ~j[j 訟を伴へ杭呆となり、欠内¥.-.~弔る flj 内があゐ/はいえない

以(})結μおとし丸、 /¥.u，，，~h 1":土誌は、口主のように， ，う υ まず、あゐ人に物

JlIl:ドH~事か牛 1: 、その号JI 思と LC 、 JJIjの人に全;jwr]1'~失が左右じたと告、イ安打 lこ

対 Lて号:J悩訟内?)書三十手が認められがと C，といつのは、健全な感覚である吋ま

た、あ 1，;)人に物J中;'jtM再がl'ヒ、さ記;、司じ人に:435主l♀tei失が生じたとき、

段可??の晴夫に対する除舗を fめる請求権が認めよ JL，'G::.こに、:J'(~í;IJはないっ子

二vしはなお、たえ 1人的尽;11とただ 1，-) (}) ;;~-求権しカないからであるフ、 えら

にいえば、物理~}0~-!言苔から金波，'，1員9-こが結果としJ て発(j し行場台\-;:札ぞれの

f民有 Jト別々的当事JZJ二'"わされていたとしても)、法l止、ずべての請求を物1型

的信容や被った当土]者を jl_uじ--( T:~1 七 (Ch ， llìllCl) 寸べ 3 で;f;ると安ポ!といる U

実際のこ k二λ、iti.よ、すに;一二:h._i:--刀な!)(7)桂忠 L実現し七いる l たとえば、

1 --:) \，~:土、保政イt{，'(の iム理l止、保険会社，;1:て被保険者の名目で請求するこ lい

を説めゲいること、ヌつには 拘i担t(;tn7 を散った話。)啄践が被勺た~銭約千円

Y、)こっしては e 一定cつ日1，，'-(、前r;に対 1るEd有を認めること二より、苛有を

Lて家政 fご，，1する R務を履行ときるようにしてレること、 3 つ:は、受託~は

寄託手干の Tめに絹害Gt:1tすを kるこエが Pきるこム、 土つには、伎町寺が!rt'j:Fjl的

tr，、古を波ったときの供用 1j-Jγ波ったた鋭的訂宍については、 fモ崩11'に対して l

旬、なす員手陪慢をつえて、イ広1)--(;.'.(: どそのうちσいくらかを被iT1--r:-(崎せるよ

うにすることがJ5去ら才〔ること、カヲ、J、げられる

山-にみ苛生的請求 ¥p;ll山 ik:、川El! という A そごむは !均四1'1，1員再カ句金

銭的J;1失刀発'1するuJUがあるかどろか、 1なおち↑自主σ〉粘*と Lて役者が発

刊する必安があるかどうかが!!-UJfti::されて'，-'0，，-¥Liva[教廷は、そこでもなど、

l人的原山と 1何り活求権しか士いから、/了弘前tf1央が結史的判官℃なれば

ならないとする要汗ば不安である ιとが11当化されるこいろ

二日社 57(4主氾)iB25 :1821 
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ぷし七、 1'¥uvz:l"'-校授の結論(工、つ玄グ);うである c ，去がi両止りいくようなも

のにみえな， '!'I'IH は、符j-ifCJji員 j(il-:tJ1-:) た巧が!日出抑的損与を有:~-:)た巧か jlt じて

一元fとされるかどうかや決 γるルールが;，i~意的な社説会もつからである r 契約

当下手 t後に物コru，"民主与を以)t..-n(l，... -':!I-i;次に金銭的損失を絞っ t~ 1f が

事tif!(，ニリスクをη配するために誌|された契約の中内条項が、前----.:1:i-塁失

不正行為-7; のn-1fCl:有明;をず:;lf，f~) ベペとあるというのは、訣 h とある ui.1、;止、

関約にiLわされ。こ r なく、あまね〈、 iz淡町~H~ 'J( ~r 涜~介者が物;~o'~H~'，ム ~r

被っと者向名::.!ヨいて訴えゐことを汗ずべきでまり、ある v 、;立、物 .ir;:_n~tþt:i告を

被った者カイ主主的損失を殺ったt'{-Cl>;'i5-[釘ーとして訴えることをロ干すべきで£るハ

したがって、たとえば 犠 打の過失によりt-(切して体柑仁た被わjJTに付服

'1' も市、料を ~~~l、い耐けた使m者l土、その給料分の~(j完しか認められる、さであ

る}そ Lてそれは、たとえば、絞出7Tと{史民巧が、上記のうマ「へ i とぐったとき?

も、使用封は救出者に元今刊を支払ろ衣務があるとする契約を締結し、 v ょうが

いま L力、、あるいは、 1度IIJ1'i'が出7，-坊 f古;;1"1~たとき i は、校JIl i量詩吟足片j 省}了王

JJ、い給午!を忍足三セると Tゐ契約を締結L亡し上うがし 1まいが、認められるべ

きであるつ己らにそれは、被rl=iHiJ"実京に給料を受旬Lたかどうかも院係な¥、

Etめ片れるほうがよ :'-j~ まし l 九また。{更ι者に市三者に対 q る j直接 Ilè な請求

梓を守えることによるよりもむ!〆ろ、被J+jさに佼I11主のぞ:式首と Lて{W，}';賠償

を保持さて?一ることに c.::-.1)、使用者の被用者からのE元払い給料の耳'ZR:~，が認めら

れるf¥きでrちるリ Lか υ、i史端話が科t出占に又払 4_給中うJをctfぇ-cW:コだ j

践的指 j(につし，"(~よ、その取戻 Lが認められるへ与ではない 似;r;:(:'のこのよ

7なf['tλ 彼。')スク;三、治 省。〉返')とによらない姐'w，'())明会しゃウフfによる波

T日背の休職から佐原子7が絞るj自害問 '1ノ、ク"走者のほうが8::1'eよりも程l辻

はずっ三大きなものではあるが 、長本的lは変わらな~ーこれらは、↑史民

朽がわ;c;'jべd')スケじあれ、在、!TJ布ーを過とてその絹Lたの砧債をだ五iすること

もできなし AのでJP、ゐ〆。

2;' ¥ ti-vど山 S匂仇a:-;O{C u，""， ;:t 2ぷfj-2l6

l~ t:.'-L，、 \Liv ，:b 数段(土、その論文J) m: r走仁、物理的~;t'，::;から f鋭的J;1失が

'1じるのではなく、金銭的J員夫だけが升じザ 場合 I えば、過失ある ~!J 乙

ヤ暇長あと製品。J弔何j において;正、 J!Jの同住がげ上 tるという さのよう

な粋済的.Jc:夫が出うたある此， ，や時，1'1品る製品かに防接的にI1じるこ主:"，:，正、子

l_:x< ~lìJ、 Sli4'29~)182全
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まとめると、人，-iV 2.h 将校は、王子:汚訂失内川主'J として、仕事言明失グ)事例を.~

え Lいる u そしに被害村民間 企業金利、ひ;，"-(;よ1m;椛!¥:;-;y-*~れる求J→会全体j

y;~ミ刊を負与べきか、 !JW'! 話集;寸(部汁牡 i;;) カ~~-r-を負つべさか、を与~~

ゐ1 日IT7+では、企業i:tl，向の;古ぶ他をつえなし、介め、許可をかけ一「に 社会全

体;ニヲスヲを分隊さ士ることができるが、花与では、企業に独自の誌求格を与

えるため、費JIJがか刀、る したがッ亡、前ブ干の(まうが従汗よりむさ5ま Jととザl

llfhづける Lかじ、企業が渋るお況の'I'I，:U、企業が負担すべきもの 1:1":担L

なくごもよいもの Lかあると Jす己ずる つまり、↑垣市ず[士、 f支出?ずが被用11iこ

事故後も支払う給料分(王子!相 L なくて b よいが、それをおえるうfはE1-t~.-4\ き

じある。そして、給料分についとは、詰半数1b{成人ヲために、 N~W-}~ は被nJ}ノ

を通じて訓Jr~~者を訴える d きである

E 経済分析

1%2午、経済損夫の経済分析をめぐ Jて、 Di:--;blJ、教長.:.::Rizw敦J受が治子

を昂さ必こしたc 司 f¥;は 1、"、 2U(川平には、 Hussani救校、 P.11111目校校、

P"ll'isi 教fをの淳おで。!r'lì丈 f ヨーロソパにおけるや~!.什金銭損失のための責任 e

が済学\.~_ J:る f1J7Ej¥:イじ が党表与 11、2向。4年には、 ;，'~allム九(('1 州究云が塁手フ i

託料された分析を提示する:至ってい心ハ

( 1) Bishop教授の経清分析 k

のjTi]1aが認められ心べき，二可らかであり、交際ももらろん、そのfiq;立が芯めら

れて 1...)る。

山 γìi~， h叩数民 (19お2年当時、 Lcctè:rer ， LUI1(ju円日、 h()ulof E:，:o:-;un: ics) i立、件

、iHll失じついて、刀、 l、の 4つの論文イト執筆仁てい令。

¥¥- 臼ムshop，己 o:lOmicLoss in Tort (1:)82a)つO.JL.S 1 

¥V. Bisl'.f)う.Ec οn01Eic Los会，¥)，じplvLo l'roLcssor l{乙zoU9S2b) 2 

O.J.L.-S. 20i-

¥Villi山11Bishoηλ .TOhi:' S1I1;οn. Eificι('11町九ηdJ1JS¥iCC ill ;or; D九)，日仏rs

thゼ Shortccn;in郡山 thぞ Ppcll;;i札ryLo日 r~lll ピ，:19陥3; ム 5 J，l ，s， ;1，17 

二日社 57(4主jJl22:l :1841 
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(1) w. Blsh叩ぷ授の論文十云行為における経済担宍j23じつは的;之、ゴ司〆‘

nーが今浅慌たに対する玄1-f~3:例外的 iこ L ト認めな l ミ干こを i1 当化するべく一

枚出j なâ誌をJiEf其するこ~: :ある，j，，1敦廷の私請を先以りすれば、コ Eン.uー

は、自己能的いけ上市与、誌にサ上、流υ;iuちな5j1半性(引υn011:i ，~ t-f↑lCl刊に子} マい

う巨的を~刻するために、治安lct日宍に刻する責f下を限定一i るとし i うちのである υ

そこごし叶流;:4的な効ヰ性とはいJかといえば、最 l~な抑ム:とガパ:!~なリスク分

同r，(pp:.imal di'l.rrii'i:以内nrlrrricicll:. ri:-，k (:i~， :r;hlllipn) にしつこと t なる

注ピトミきは、 Hi::;r.op救;乏i土、ぷ論〉ιi土、紅白ヲ士し， L 7~iEi可 4:?見 c:] を L

Kいるのアミ;立公< (posiLÌvc)、北l 範的な士 j長をしている (n0rr;ta~i" 川、とし」

いふ二とである J すなわち、ボ論〉とは、複雑な料消ìW失の問見~'-~?P:::乏L長せムれ

といて、その適切な処iAを援手している、弁設に裁判官あるいは研究者一Kt-J

主として執筆して"おると子る

f由人的損失と社会的賛用

日刊1)(中教J受i止、つぎの:2'_-)の例を挙げて、白らの考えの要去を不 4一

f判事 i別は、つ主のとおり三あと l¥'l (!¥.llsslssallg3;ιE CEtobicoke) 

\Vi~b;n Hishcp ←'"C0 I1 0r.l ~C ~OSS: ecoη0九lIC-theory 311ι1凸 ;net印 11，C:れCρtrl;;e

Fuγ1山市)11(ccl.! 斗c-La¥v nl T01t. pnEc上九sar'.d T j' cr~ds in Liabllli.、 υr 

Il川la::as山 :)1叩('["1::.，:and ECOIlOT:l:(' ;.OS:， (l98Gb人;)p.l:~-82 

'''¥ 百ishu-，)(H.l82札.1， snlリ完 ;~ùt t' 88， ，，: J 

~，(I lbi1. 3t :5 

luao 1Htt~;; ， lJ i 凶 hop'校花がな渋 l灼?でい i"，'大f，11::J!~ な1'.r.よ今じているのか奴l較

的な]張キ:ていおのか、 n.r;~'在てはな i ふとし亡証k科する J というのは、出山、 p

敦壬は、冒頭で、自分のヰ::~Rは規範的で 3らとみ J キ~.R Lていながら、不足で、お

おむね、政判所 1:J.;，()IJ半的な結論じと〉りついていると上必Lているからであゐ υ

Eょ乙乙G i，198兄<1)， .iけj出 110t('3) 江L<17-198 

日lぉhop教j':iは、[く1五回数j':iの批/=11にえでし亡、日~ァク)I守的:まふに k~!.範Ü\;0ごとこ

のi あると l-tJ-f:S~イ佐ぷする BislHが ü;くのL己記午 i之、つぎぴJ とお1) ，(ゃある U J)'の

~~叫が、判例lic) ョ己主~: :"，-(桔I'wか〉うかも~1iif~11 主 ilEいが、しか L 、自 jj' :;..~、 þ~半'1

lj;Iが市にょとしい刊泌を I、すこ〉を相オーするわけでは右い われわれが〉のよろ

に粁符ね安を処均すぺ主か、それが霊安なttd訟である。 Bishop(， 1 !J82b) ， suj吋G

Ilote :::乱 ;Lt210 

l.:.85; ~lìJ、 Sii4.290 ，1 1822



純粋符清損実的府吏分析主将済分布l 紺介

という 2つの削が隣技しており、両同を結んで鉄道がi由っていた。この鉄道会

社は、危険な化学物質を運搬する列半が脱線したときの危険を最小にするため

に、特別な装置を装者寸ることを検討していた。そこで、列車の脱線で危険な

化学物質が流出しても、人々が適時に避難すれば彼らに生命の危険はないが、

およそ I週|山は、列車の脱線が起きた削から他hJ)附へと大量に避難しなけれ

ばなら在くなると仮定する j そし亡、 卜述の装間の費)IJは100口万ドルごあり、

その耐用咋数は10年であるとし、他h、 1述。〕件対避難。〕費用は100))ドルと

ずる口さらに、災慣を}~有「ると、 10年に 1 伐の割合で起きる脱線を防I1 でき

るとする。かりにこれらだけが関連品費用であるとすれば、鉄道会社は装置を

設群することを奨励きれないことになる口というのは、損害を防 11するための

黄用(lOOO)jドル)が損舎の発'1したときの費用 (100)jドル)を!回るから

である。

各町には多〈の卸売商や小売商がい亡、各人が通常の量の取引を行っている

と仮定する c さらに、各間人は、少なくとも短朋|刊は、原材料の台肘のほかに

余分な費用をかけ Fに、通常よりも多くの量の取引に対応、「ることができると

仮疋するつそしてとりあえずは、各尚人は、危険中立的選好をもっと仮定するの

そこで、 Mでの刈市脱線とMから Eへの 1;!ll聞の大量遊離が井商人にどのよ

うな影響を及ぼすかを考えるわ hで、 MO)間人は、その 1週間は、売上げを

トげることができないが、他方で、 Eの同人は、その 1週間は、 2倍σ〉ノLトげ

を上げることができるのこの点では、脱線円影響i土、一集同から別集同へと7討

を移すことにほかならない j

そこで、Mの商人は l週IUJで800万ドルの利益を逸失1ると仮定寸る。かりに、

Mの尚人が純粋経凶損失を|ロ|復『る請求権をもっとする c-j-ると、鉄治会社は、

1t民への直殺のt[1'1: (100万ドルj とともに、 Mの商人への|山按の相官 (800万

トル)も陪情Lなければならなくなる A これは2IJO万ドル)は、 卜述の特日Ij装

置の賀用 (1000J)ドル)を上回る。したがって、鉄道会社はその装置を装着す

ることを奨励されることになる{ しかし、社会の見地からは (fromthe 

SOC1Cい公 pointo[ vicw)、これは誤った決定である。つまり、社会J9:/1計官

(social welfare ca1cul;:れionl によれば、よじ昧のfH史 (net1oss) は400万ドルご

あって、 1200J)ドルではないいというのは、 800iJトルの純粋経済損失は什会

的費刷ではなくして、代金受領という高の勝中ムでしかないからである。すなわ

ι、それは、 集同 (MO)商人)にとっては損夫であるが、他集同 (Eの商人)

北法57(4-28:>)1821 [186J 
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にと勺てはみ'U貨であるからである v

計百T乙?では、判長キ経iq:損失の陪慣を認めるべき L はな i とし aう干とになる U

{引 治之担1は、前いU(: Injじであるが、恋人が、ごくごく短期川だけでも、

古要の数1詩に士]芯 L ご供給を拭 kす ζ ニレ 1ì~'容易いはなさ 1しない t のみが異な

る。つまり、 E0)各直?人iz、さ打なる防げを1古りなければならず、 1 かも、そ

のトラ/ノνのと主だ it有給 ~:;'{lτ を引主受!十とくれる人少思わな l 十ればなムな

い〕さらにいまし 1る従業員も、そのトラブルのためlイライラさセら才したり、

寸ハ ワ クさせられて、治ìh(Ì万円割を ;~:>ι 宇ゐこ/になる..の人々と

~vlか lコ"\と波野r した人ヤが再 J..-gるためい、初品の11111洛iJ{ 円するご以 lの

守?長におνて1::， hf~HI作には、製宣 cn費 rt がト昇 ，r!~ 引 I

このとき、引の肘人(手対する経間的lH9ç~ì E の l苛人("~;~せする怪1沿っ日並/: i主

主:り主い、宇士わ九、たんノ〉令指矢崎IJ主主 l の浮恥とは士むな 1.'¥，.， 方で、]之

内商人に対守る余分な費用は?:会 lY~貢府とあ v人的方こ\E ())商人心thる余

うJ、な干IJ誌は損失 利年}のお恥〈ゃある川 判1h司、事]与i ，~!;~えな;事政の相会t't0.TIF討を

精廷にE十tiL上う♂ fると、~該当 Jι!~，')1にたきく 11之されるこ (:lこなる。

己ムshop 枚授は、 i~_ï;!: な資淑をもち、 ~ti-f;'な:日ミ??とじ良品をもっ、 jb'i人的な t~'i';;J

r;rr仁あれは、だいたv におい ι、ぞれを精確にE行1できるぜあろう、バじよう

}二止まれた}替::+:I~I'~ な不法行為省内鉄退ゴミネUJザi 算ーにきるーにあろペ t 与に，;J μ 

」

;ードすするぺ つまり、それを精L生:一長十許 jーむことはJ←百じ区難 Fあるレいうこ

とである J

計百T乙?では、何人的j~;た乞文主的費;1: ，ト市確に区別すること?で去るの、

あic:l 実己主は r、i苦~.であるが 、 t;:;~ によ;J-'9 る賠償l土認めるべきで;ニない

が、 J王手に:tJするOGfrt;主認めるべき Pある rいうこ 1いな之ヘ

ヲ 1苛 引においては、仏、なく》も 時ωな需要的変動:こ対して、水平な U¥;-:U

限界世間白線がt::，かれる 第三 1刊におては、シ、なく ν ら 吋町主市古Jのを封J

l こ対 -r 、才Cl つずりの(t1 ~)ward.s:oーヲ出制限界費用白線が措かれる Bキshop

(1982札ノ S lI V叩↓。:ぃ ~8 ， :1:. (3 

ち~らに、 111;人刀のィf~ín 占 lよ、告が L~ 7Jさつ λh んめに、日正品、/)，~4入ふあきらめ

さむをえない)これも、朴会内戦用シな心乙品川口t札

2~\ lbul. ztt ¥3 

日1lhit!臼lj-'? 

lミI7.Z0救i主:ニ I-lishop枚以が科両損失苧i刊のキくにおい((土、社会ns苦e;liが

1，87; ~lìJ、 Sii4.288)1820
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まった:士い刀、または、村会的費用績が被害全当主的;~矢fr:誌のほんの m;ノア

カ¥そのどちらか〕〆かないと I張する 0) に ~~j' じて そ2しどよろか、が1::4n-~ tbl.史

、ょ汁会的費用を常に含むシ干リft9る Ru:zo (198:2a). inμ'0 no~c 39， aL 201--20/~ 

Hiz?:o ~<~官は、結果 r で終 i々お丈が発生 Fヰポ 1'1>(が i刊されうる渇合k 、

子制されえない場台をう;'-('7て論じる。

(アj 桔呆としてぽi芹Jo，去がぬ牛する中段がi礼一日れうるJ品合

ial める事ほの七め:二、£る寸、;:がι己監を休11させられる作法-Yt).lOと

する。この産業(は、 50の企業かあるどすると、平均で υ1'.φs1-ァが/1主を休

11さt.:l:J ;rしるよと」なろうパ jffi'ι ，7;!t，;~': 1:;'" 1辻あと!')J υ邑hよーしつ供給晋:()lJt I~ 日ムj

である三 jると、銭。j(')115引は、在京全休の供給与三を交えなし iようにfY;つため

には L叫 F 吋札なければなムない、問で 1干lあたりit宇-F/問がし

なければなιないじ )たがって、事目立 ~J:.lì山に(よ、企業(1-将来の供給♀の状況

をJ:(:'の方iJ，'('計砕す乙こ止になゐ)

吋刈/川+(UX山)=10 

これは主事~ t.~、企全 l土、 0.8(1())作 '-J;'~で '1 産本通営より多くするであろう~._， (1.10 

の確半で生川を休止Lなけれ:fならない Fあろう、 tぃハことを草nょする A つ

まり、間1 ，'J:1t~~~台豆は :0 ff1.f'l!.. "Cあろう、とい λ ことを R 昧すと

10平1¥1:~I) 長 11 1'子供向日昔が r''-7) ~ ，分M'i (\'~;riad'(') 告もっここかあムかじめわ刀る

とするこ':--dなわち、:CiUよ1寸またはのになけろふ)、この同 tよどろ訳笠

されるのごあっ弓か まF、ヲ亡全開/]'1-0)状況を仮定L、ま T、限界費用が l井

FゐE昔前に限!L'9る そうする r 、泊が[i~長界針川と寺 L くなければならなし J

ため、供衿Eが増加Lては!W貨同地、上昇すれば、 rやきも上昇するであろう 供

給量のうちの段f廷の出ドJがよ:)~\~i; ~ 三植をつかまえるだけで♂〈、廿Iも八世C>全'p

やが宅品価格をつかまィノョので、より多くのノモ~，"となる(かくて、ある与えら

れたたきさの企柴じつい亡、その供給量が増えいつれて、そのぷれ(pndil) 

i手、!こ例l可に問えるだけごはなく、活jl:':'可に1111える (pof1出川こ ω]yi町田S"

;}s lls oulp'lt riscs， bul lhc.¥.' ，¥-Ill incrc::e"C al ::è 2~ l!~C!' C&S Ì1叫 ralc)ュかく丸、変動

する-!JI，給景¥の対志が必要なか君主のお待余剥は、弘前:景がー;己である企業の時l

砕余剰 E りも、大きい℃あろうーイ'1 省の仕立 l土、余剰ゼ r~ (1 1 ()Oノウ」 卜で〉

を、比例的よハも太きいJ宣j皆的な割合の会副 lヲ/'0の トでj 手、なら

すのであるヘ王者のずと菜lおしミては、より J、き、、余剰Jノイ己申H:ロを冷償するの

，-"、期待余利 l土 d~ i)大きいのヴ£るつ

より大三い矧{S 才:剥;之、もちろん、より多\のf.!~;'f-~?昔ド対 l ，t、可能な生J之能力

l_C~:P:lcily) 0，:1， I 能)JJ :当時する，-O1 (I~ ~主下止を 1!tJ1生 j る でこから、過Fた

ポ;詰57(，4'281) l219 ~188j 
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ある下拾の存ノUFt: 会 it;黄吊を引TILi ，J'~T-\ いること刀人ただ九:こわかる。より

年くの資ιt9:がその仲昔、の能力の託、ょにJふり "Jけられれば、たll県と L-C，そのiill

の品労jな利用に振り前，"られる資源がより少な、なるからである。

(b) lalでの，~~~gずの k おり、企業はトヤカを tL.U人ずみであλ う y 桔:2-t;古川

この拡大;土、規付余剰がi民常的レマ川νに民るま℃、統べであろう r しか一休

Jl:.i)，、吐、における余剥平日とは泣するためには、 ;IU常よりも増EEさ吐られた川、号、

におい、 lム余引が述協の才、前J.にはち年くなければならない こ札存実現する

たt!)(，~ (土、平均費応(遇常のう、和~)が1内福よりも 't.::l...状態で全装は株主主してい

なければならなしかし、この実j売は、~*のノ、きさが説、人さ h"Cjrl;'市より

も増産させとれた状主主 1，'-己ま にJ宣令 Lてし iるとすると、 f、"1百きである。五.6:競

争のもとでは、ィT~剰H土台業ジ〉大去そ三 lこ止す!〆己最ノ、11~ i'れる A そのノtわ )'1と;し亡、

伴、業が通常よりも与しイ京J 争時叩するためには、イーのんさえは、通字上，)も;1"

;i!i ;~，十3 られ丈一;:Rn~いちょうし ι ぃ現段よ:.']もノ、さい況説でなげればならない。

したがコ℃、お照的金f!J!W.合同[止、事故がな、弓日よwにおける、 A;むつ人きさが

供給誌の川、交の)〆ベルに完全lこ活介し亡、、る同ノ行よりち、 l内 fなる?あろう J

まとめると、討会的資)けには少なくと t、!ノ、下の 2".) 0)要素があるρ(al主主張
仁おいてよけ大きな詑)r，~ 注~X:オるための拡大~ iL/:.資t原、 (b)渋亡命業が|産

Lhであろう供給量(1)巾生を生抗「るための4り高い同期間な限界皆目、であ
ヲ

〆J

(0) 不μ、1i品者;;:被害企業ク').l1'.3夫干1詩を始fRする..f¥，務があると似Jょす

る J そうすると、これらの企宅は、 jO;:'，;:;，よりも士九件主ゼられたけ、?主hャおνゐア七、

温常内会和J奇惟持す¥く:t:jjヂlさて2 ながふん i':ci'i:するであλつ)事抗状態におい

ても、通行:の余剰が保証されているので、 Z 札以外の状態(".:.J品、ても、迂市よ

りも多くの余剰をもっ必訟がないう、らであ乙 c これらのや業が;凶常の会釈の全~~

1主:で牛j註するということは ↑I市出が忌伝子五」費用まで押し下が )i二むあろうと

いう:こ {rJ~ 去する J さら，.、このごとは、企業の j\3 さう旭市.;;: ，)争:..'状給

量のレベルl完全じj芭ィニ-iLてし、るであろう ζν うこども窓Ikす一心。しわがって、

日閉l巧士限界笠出(立、辺失ある事故があったf考古と止かった場合しで;[1Jじに在
司内 L 、
.{) <-.，.;;'，'ワノーコ ， 0 

(dj (c}-r.の険Eょによっ u 生件測の求J→会的費;f':l.余分なトャ支の能力を

つどるへめの資源に，'J"刀、る安よ↓1引けとなっ行 過 1とある事慌のために、余分な

五十十tト柱l三H-るものがイiノu>iるこ似ZE「43~幸先、な;;t，十刀';'rl. jfi -~l í~) 供給量の{昨

伯は、 91.:下町中;;::;が:s.i.):'(:ーを中 11さしトムれた号biさ量の怪佑ど写しい .;.8'市のご??利の

みがもたらされるた的に、 ~jj'-な、 11 に J つ亡も、説t ，:.;企業によっ ιも、 '1度

?を[j-j(連 rτ 余剃)グコ;干円十は等しくなければならない}したがっ工、夜害企業の

逸失:j~~trJ (よ、追!;::された計主(jj安二4余刺こ等 νU 長期的には、これらの余剰

l.:.89; ~lìJ、 :)1 i4' 28(;)1.S.:.8 
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iz、左右荏を↑干;11公立られた能力をつくるための資仰にかかる費用、忘る:.-' ~士、

世J しい能力子つくるための þ:;;'~， にかかる資わj ，~均礁に c:I~+主する Jτ色:!とある事故

が右し 1世界においては、 1皇，0:;~!0 之、出ノ)1よノ、 2要であろ"から、設J乙企業のj包*

;u釈 t余分な企業のワ明/1;-*，ィ)、それをも c
t，.精1在t 計主主され九、引斉企業の

建設ま同(余分な企業V)建設賛同土日公的資出とごとるのTめる、

まとめると 社会的費削;こは、 (a)ilt'業にf九 a どより大きな能力を銭ぷするた

めの弘太洩れた安úr;，、 (b)主主古併設が生堂したであろ λ1tt:給量のヰiÚ:，~や生差する

た的の工り Hい短期的な|担:7E宅用、があるが、小刊、行為者に伎Z企業の逸夫余

杭の":'1伎を義持つr:~-iし(ム (b)の'B:刑はゼロとごよるのであるが ((0))、{a)の後言

中業のr主矢令制 L会日な常業的建設にか与る費用j は初公的費用ク〉梢式受手 ι

なるのである ((d)ト

{ィウ 予想、，~ 7.1えな v土場合

Jl--i;l:ぷ外て、、寝針Zーを了ノ々おさぺt，~~) :忠岡(にどえば主要量のノヰ説)があLLt

ると、企32;止、巧ι能力に，J、硲のある決態 C、吋(こ能力いっぱtげ)状態で、肖

lこ百日ノJを桜えた状訟で、操業〆ているであoう (Jl1lじrrsL::ck pc止りr"rc司 cr

than pc川 coJ:{]:ti:，lns)，どの時間にぎ政治起五るかはわからなν{

むで、井、'~'é~全体泊引C )J し、，(工 v'で持主 L ている:時γ 、または、企完全体が

能力を iLiえてね口業 Lている司山、予 lはが起きれとずれ ~J'、(日只h叩教Hが正し

く主張 tるように) さの弔放は社会的竺出をとみI_Uすこ三になる f 絞下左中主の

挽央牛EFi土、より;，~'~i ¥， -， :a~却費用で作 'd台予札ゐことは、明らかであるためでiめる。

他方で、企業午休が治力;→，T';、持のめる状，1;;~ε操業し、いる升:二、~故が起き

トど tilば、 (Di六hnji教授は誤コて二千Jktゐよ弓(.:)その事限泊三千十会的安f百苛

生み出宇こ介;はならない、 ぽはならないベそのょっなとき lは、アト占え百1)の:Jl:

給早を、 15Hで!!• i$:~d- るときとお H で '1_m:::-g-るとえとでは、短期的;';;限界貸出

iz 前者の}三つが移:苔 1i")も疑い泣く高1，九三，此訴には昔Il:&企業の余剰 cあっ

たものは、事故佼(.~ (j:j度4て司、 LLが生主主できなかッた J我給量φ生注Lた1K1EのTI

f日;変j主ペせられる )えが"て、とのようなときでも、宇 nえは、，，~主皆川の

ヰ竹l効果を通して、社 s'J n~空市を生み UJすのであり、ぶしにこのような社会

恥費二!iの川_~， '5烹 ~î~共準，"、よdtr企業。))九央会1"なのである(後伶(2)(3)桝多
Iη] 

lîi叶1叩救ぼ~，i、 Riuo.:fj:;雪が註u守的う"は常に社会的費rflか合す"(~ ~--義諸 l/ ，~:こ

C\こすH 亡、つきのぷうい応~(t;{，ハ B同 h(刊、 {1D821、)幻ψ山川('S8， ~ll 之ο8--2加

Bishop投授は、最初に、l¥izzo教授が τえし?つのアイヲイ?を;見目'8する す

なわち、予想された事故 lt.Pi)こ}，~，されなドった事故((併を VjJ IJ~J ると"

ラアイデイア、そ}て、能)J，;ヤ余裕がある時対 l 事故が;~生して生町;~中 11 気

せられる場介も、川工界安JIJが!昇--j"，(，)ために、社会的安JtIもよ昇する lいうワ

二日社 S7(4 > '!8:J) l217 ~lDI) j 
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(3) 応の結論

そして、Il日hop救援は、 ~r与の名古市と Lζ 、コぎのようにいう、以トの Hk

の中には、 fiJがそもそも社会的費)甘くよのかと v'う複殺な附泌があり、その鮮TAL

<，ミ折、 ~fU あふ当設のち t丈 i 依 1+ すふ さ~\ t.ニ、京 i工 f~<1~)!- 'レ王貞i工否定 Jレ

)vのどちにがうとb系的かを決めるためには、そのどらりかの ì~ -ルのちとで、絞

i~ j^!:l.ソ、や生じメせる不u、 1 J 為の被害うn と};J￥苛カ~'11-以を阿波寸る (avoidancc)

汗めの ~to'置を l蒋 F令請丙 (intClili i'() ，-;:-もつかーうか、その挽ザな):;J%奇叫ん

なけ1L(;f'なえなし

，，( ，"，，0.' ー が 1丸、フ l' r l"グ)/ • .J u 

まず、 日17.7.()敦十:は、手惣された寸H主に丈';'1，乙)て余分なYl:'fそが了仁鳩山設備に

行わオしる場今{伊Xai! 了~'m されない事 V，( に汁応Lてうで分な投資が[場今l北

1品:-iわ方しることはなL¥ 、での投資;土 資源(T】明日を廿味L、つ"て、

宅|公的費用jなわち供!;"-1j-;二回復されるべきものであゐことを意味すると主張

ヲるか、回汁 f日目lwp教投) らl司!惑であり、すす伺でも何枚に&-r，r円じたこ川、れ

ヲ1，;:，，，

っさに、E'iλ ね!~，~授は、たよえ能力に主的があみ叫し:;;~J(，事抗が起きん，1: Lて

も、放出企来の逸失余れは社会n~当加である〉ヱ張 Tる K"c，叩教授がし， ~j 

に口、 Rluo数授は、日分。〉守二張。〉机視とし亡、 2つめ，j'(請を才J示寸る lつ

にl立、 Eきりに余裕がある刊 :tt)Jの了t此においとも、|現71費m:よ】打?るとνう子高

識である J この議論::ML，ては、 C分 (Bj叶l叩敦J壬)も 1，'1'忌であり、 tiif稿で

も同様にJl克明'"た 1応答する r しか'"ここ F、 B寸10])教 iは、限伴?を河7いつ

いて、 日論エ L-Ci.i上昇するに'-，~も、実|怒には ~O ;，l ~_~するほと上豆〕な\，'じり

ではないかと 'l-cr ~τ する。こり F こをもっ、、白 jf-u) ピーク ロード・プヲ J シ

ンア ー才一アル ([wa:，l():Hロラ icingrrlodeJ) IJ掘り出 3れない乙 Ul'する 2つ

には、事政~，i I'j'Ë)J (.示会n，，){ある時期にだけ発'~るわけではないとしう説諭で

ある、この議論に対しても、月号、 ~nishop 教J乏 l は同感ごあり、間梢でも同

根;こ説明したと心待する

さり(こ、 ßi~;blp 教J受 i土、陪隔を否定オるのがJ大際にはよいのずはな l 、かと

丸刈する…といへのは、一方で、~'"債を ((t三すゐ、とが効主1'1<::と判断包 j した場

f、(は、事政を回遊寸る J 、<;i-?うJな支Wrがなされるが、法)"ご、賠院を百三Eす
ること 0~';jF;\'，fJ平，t_ ~どd 附されプ場合には、-:./:苛な治力が注設きれるが、 fjÎJ1'íのほ

うが5をおよりも安出ω節約になるからであるc ただし、 こ"も粁;1;主』こよりげ言11

5れるベミ tfRとある?

:，;， ;;ishop :ÞJ授は、 31 効中な防::'~'の可佳作手検 lすしている ¥寺&:~例j Bi只1，れp

~lìJ、 Sli4'284 )l 8~6
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U982a)， sn抑!:()~t: 28， ;!~ 9 

九lart;n (]'vf) ~-(設会引のヌーたにより どちつii.r:-.all¥S) 製渋II!への電線がりJ:lli 

.~ ，ILλf め、 S~兇j7ぇ所以数['町、京!iE を停ょこさ 1 られλ) 日製鉄が走行できな

かっ?注正{之、A.tl:.eni"n U¥)担j止が受汗 人女計、はひ易に(会号な賢市

を負什j-j'ることなく， 'I-;丈:こんちじられた 。 !J で、 SI之、事故を~:~，モずる

Jif告 l川川t1al:Cl礼t、山 11，'定紋が j[I，.，l'にはく広めるにと、 jうる¥，，'土、非常時出

光子主殺を{官ぇ iずける kこにl拝50ド/ν℃ヰじる Lことが cきると仮定する ρ そして、

s 0)桂失干'IJJi.立は70トソゾトなる ζ 下?旬、ずる。イiムブJで、 Mは、事故を回避する拍主

を:;uドルマ講じふことができ/，;， (~: f反!T'，ヲ Eる J

以上の事実におし、ては、 Si/)仙人的m失は社工:がjJ雪崩ではなぐ、 A¥の1Ft失

{平I[が; C)移転にす ð":，~-，:い j 効字体だけやみ抗;ょ Sも!\も-t:~，'~1口!片山出合講

じるべきc.:よないし、事故は起こるぺさである |かし、 5どけをみれば、 5

Î:;t!:)(lドルを貨やして ~(Iえを|ロI.~tt-'9 ，~~) ~;寺岡があゐ しいつのは、そ二)-9<)こし h 

」 ゥ 、 己 は [[分が何人的制失を被るωを避~j られゐかコである~のとき、

かりに己 oo.'Aと'idlllJに交{かできるとすれば、古布ーは以 i'O'){~烹がで主るであろ

ろ J すなわち、 Sはぎ伎同澄品同ふ誌じない{げ;i') (二、 1がちつけた'10!~ !しの

干 I~Æとから 30 ルまたはそれJ.Uーの昨慎子 s(."寸る、という JT立である J この主

うな合流:よ i)/;'J半いが九現されるが、この自にうな台~，のァ;成は六日f誌で Jわるい

以上の状況に fJいては、 Sは5ハわLを竺ベ':J)て弔故を回避すると子諒される口

ニれは、村会的;こ J F-iJJ祁なだけでなく、 ~ý~ に貫イ干を負j'Et 2-'~，よるよりも"くっくハ

で自在な結論[ょ っぎの」うに評価:::-:(iうる J 最会帝王 (fi'叫 beωJよ、加害有も

事敵同 ì~措置奇 71: !二ず、被乙吉も亭n主同濫捨置 '~-'-;j管じないf詩作である(力1 己主

の費用(Ji) 戸Jレ、絞話すfのきそ;11U， iJ :"，ル、損たが惨じされと子干の手IJ 主主 ~J70わし)(' 

::;(書検 (SC:COeldbcsl; (土、山:会長(エ4故悩政措置を l高じるが、絞~'{;'(;i司王政U

j'lI1材置を講じない場合ごある¥相当者の黄山:まと川ル、核岩者の*I[訴はI'LI~''J L， ) 

最卓司 Ullird 1比 s l)はも恒芹省も事J土日;\Jr Y~ 智子訟ドて 被7耳石も事故回避

J昔笠を請しる場介でJう之 I方，，~亡者の貨市はお!、ル、決己者の賀市は501、ル、礼ζ

d毛布引禾:J誌は'-/0ドル)J

結は、被7744刀;事散四球T殺をイjするときには、坂手専来がf吏Jhされることは

ないU ぷ卜のようなお、況におし寸て、以下のよ 7な議論がな主れる干とがある J

ヲなわち、。11I主がより安い事校日i益法穴￡有寸るならば、 !Jw，i;~'~' に純粋む消

I.O'，J'の日苦悩主 j1を負担きせるへきであるハこ gによれば、次苦誌が実現される

ことがめざされてお打、~~拝箭の主税という効室町な結論ワあるとはし、えな t 九

ともか/、 iμ己グ);ろ会ぷ訓は、当該LJl!"におけるLJl吏レこよへて、そしn抗1~ } J 

の有11;;'がア右されること仁なる

二日社57(4'283)l215 ~lD2 j 
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このよろな複雑で小径明な川、tJtの l↓ J で、表1'L所辻、~1J判の*:"ごと;法1祥釈

し CiL;~ fTl-~るほと、資源がどノ、 L ごいるわけじ iよない c ヰ .tij L 'C効マ (j;;なずす

日会をは(Xj主r&するような、 ぞ;..!，亡、 意思l)↓ノ正当にMTる副幹てさる(1.::' 0) r:，~ li1f 

な指揮}なノj 上うな、ル Jしないし Hf-:Lは記n臼 s()f ru i円。'-1汁刊LFllj)tiuns)

をけてることドらさま ι ょう。それは、との， λなものであろうか

純粋科凶出火{つゾて‘ー方で、 jぷHljとして始慣を白に1るが、例外的にfr

定7るにしみ制限が与えられ、犯jJF、原則!::~，て賠償守否定ずるが、例外的

に円記すとエい弓たlざが考包られと 統治l巾効率何の伺戸からは、ムちらの::;lj

度を浸択。るかは、重要ではなかろうい E出l~op !r:土誌によれば、大体法は ~IJ 志

のtiJ~~~ 1~' :.l(i、コモー/' [1ーはf走行の市i波長選制、じた、と Jえれる 一段に、後Jノ

σ)嗣Ji立、すなわち、経済W')~の応H~:~t~~l，' fl を E耳目否定(例外的に自主)するi!J1!r立

を選1:.1すること，::':'i土、、ミ〈っかtワ主制』があλろ とい'"うは、高官乃恥ft、す

なわち、区別山花 J例外uS';こムJ人三ノ オゐ制!支を j宍-jR-~ るこ 1 れば、市抗 lιj;~~

首が迅.~t'IJ ~，事故:1; tI行動をとること仁なるからであふやしかし、例外絵盟主4多

数nとし、それそれに収i胞があ 4 う そこごっさに、 B 只]-Wl、教投は、辺去の

判対を行つの勾時に分担して、そ札ぞれを lエ料に粁済分析するが、万、f品;二、で

の/((1イト会宮崎ヲる '1."

三民 投には、ブラ〉ス法は印U{í'Cつ制度を、!イツ法は[主苔の ;Ijl~ 皮を選ぶした、

とされるこ

j勺 Bisl:o;)(1982.1). SH合目 ~:otc 28 ι 1:) 

辺司I1 として賠償否定治斗r~-，'5れるもの 2 して、問先われた利益(tりに ~)r()llい

は何rtwι St"el1-'. __ 'Hartin [.l ~)'I;;~ Q.!-:\ 汗 (C..'~.:' 写)、(引丈われた仕事\Jüst job 

!""i ¥¥叩cs) (Cal!lt ，'. Slocldo1! iLilげ Worf?s (1875) L.R. 10 Q.H. (153等)じり 2つ

の組型1古、検討三三れるピ fl;id.ι;:lSo-19 

i;j{員:1こ!て治ft背にが推疋εれるものとして、(執寸手'fE[またはオ有占と契約

を約締 Lr信 者が その，)耳切の履行のfめに他府J主に正、用が K能な1'/.j'f (-~ト

ンク コスト l をしてν、;1二レ;s (private pr[)per~\' ~'i 只 h::s ancl private in可臼s::

l'1UlL 戸 o ，- I~:cjon ()[ propc~ i. y and 1μ〕冗rο川lc印じl!山ο岨1白1οぱf1 

寸泌品の』け背出f均吻により 1決斧劇j持#【人有J見地f古~; 1.が〉計ずiすぢ--;~染t 包才れ~ tたごために、 夕、氏が治煮やすること

がてきなくな !t. とき (~'(!:lllll0tl pr叩 erLyr~':;ou 1 仁~， :;l 、(ポあノコへが公道や本路

を岩いだために ιノミブ'iク.ー工 サ L ス〉、ノ::，~5';'と元主絞る通告の:員百のほか

に府引の才色官を紋勺たことを~詳したとさ kol1 ec t:，-e in刊 st:llen了叫cl;)Ub日 C

n ，-， i~;;JfI ccl 、出ト:、安表，1、とフて 1J さ t三!-，れ 7'::.<7:続布。)4つの認可力、詳細に説明さ

~lìJ、 Sli4'28~ )l 8 全
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(4) 結論

Bi只hup教Jえは判例を分析したうえT つぎのよっ;こいう U

「判決を;、す場合;，:'i止、支え引IJ!I.'jはJんし、ていおおぶでうえ1J半却の上ういみ

オLゐハ rbぱ礼L10--29 

ノト2E表不につい"C;ムワ互のよ与なヰ羽が士されゐ--_..}-i C')ドス!ii，'iな例として

は、主人のへレ」ダ しつ IDIで、ある会 n グ〉株式を売りr::~吋る尽に、会引;Jr1~烹

の不+;京市がな;S， ;i iたなめに、 方が1守会仁、 11'1方が掛か 1，たl このとさ、

社会ilmラミを渋っていないU)で、 np;憶は i守主主れ 1.;;';他むの催地な例と ν ては、

j[~主主連f がヴヱ J 子\'キ 1 ピクルを: r:t':，~h 丈ーか f-が、会計工がそのヴヱン

チ吋 V グ)jロス〆、クトに勺t>，，(投資がをぷ:1fさ吐た。このとき、記公CI)稀/，y'資

械の公団tう円三められたので 賠償(玄 白ノ{きれる合、てれらのうちのどちら刀、典型!

的な過失ある不実芸ノJ引っryr刊であるかを誌時的に干'1~::する U) は不寸詑とある

が、 般には、ある日j主をそのm場「判官よリも雨情vーま子、;立以!;tti(該iJ主してい

れば、 r;-J場内tljの相よ工作刑をillじて、ある?三芯の歪内l治/弓は好，フ持 tる、とい

えよう。ニーでは、その t':' 度までの純粋絞汚tG央の ~-p; f実は 1Iーと~1 t;-される υ

fhd. ;~t 23 

)，望Jι せιれと受i止苔については っきやのニうな;;il明がな d:l'lる、 見ヲる

L 、正員先 1刊j主主j が移転Ll_."fけのようじみえ乙小もしれない 1原告に"J9る

干U誌逸フと侭然h ぷり相続し た止運な人物ι士J'"Jる示:J:t全)1ti与とは釣り合ってい

るわらであとごしか一二れでは、将来の遣す者lこ対寸る影75をどお〆ていな

'.' 'u 7Jdョ??がf、事ーの此言を信頼←Jることがむ央公くなれば、 1まは、タじlと引に

白己だ産をコ〆↑r:tール'i-1Jよめの法的な f汁初みを信組「きないも〉とみな1

こ c~: ¥なる も去は、タヒ亡 jij: 、富を幻脅しぶうとt-~か、あるいは、富を干さ転

さ壮ょうとするで!YJろうー J貴百呂 l土、そのどちらもすることドできるので、信

頼む 言る 汚法 刀'1字i: 〆たとすれば、それにふる ifm品がI1111I1訂めるものと守えた

どあろう上りは、そのどちらのわ生方も8I-f:止なミものと考えることになるにス乏し￥

ない。じたがって、計、 ~ft--j ーの直災あみ行動 i止、千十九ザ~~m や '1 にさ t るもので

あ Jて、，，_Eしなる損失{予1，主主j のf;):払ではないl 以下;，1、 i立言のぬ合 失望

さ γ1-r" :f1~ t:..主託おの示'i1ii:息失が間町、の相続人のぷU~~1\引与~.:: ;心して ，Z，均台

の誠みであるが、契約の場合 7Jの利訴庖ろとが'~;Ij方の *11計獲得;こ対応

している場へ (J)議玲も Hi教である [bu1. aL 2:さ29

失望させられ工是主音につし、ては、拙tlQ; r :;";， 者(討する契約立i千と小法f二
九責任 失望さ壮ら札た受話告を:ilij;J c':: :...て (ワ()()G) こλ法学論集町

長 l 号'166 九以、会見~c-

二日社 57(4-28.:.) l21:) :1'141 
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える結~を!:\ てきた~.þ:不された設判。〉辺Eづけはたし A てい針符的

な切?性に関連する問題を机慌L亡きたことから寸ると、 、れは玄タト

なも%なのようにみえるかもし れな~， "かし、もしわれわれ刀 ギ1:;:;i

f~論の Jf 要 01j~玉、 h 土 J丈~~:土仏系化され/~'市議μ すぎないこレを.'I'."、起こ

せば、限|味な庄!\1\か r~) jιむべき進を必主とする裁判官J子、経済r!幻自の税

日から基ぶ1'1')には健全土庁-x詐{(f::;出し党民与せと主たーとは。"';う

、('_:f:N しな

(2) Rizzo教授の経済分析す3

(1) lv'::ariりJ 三日山救援のMU又 メ、法行為法におけゐ経済政支C}))霊山J'りの

1斗「出土、 M された伺向かり、しのよう iれi2rtはたのお'11ヲi]i:'f-JffI. l:i j'Fl_:下さ1しるの

かを μ是〆'J' 'ぜることにあ之っその絞 されたネ立山とは e 詳言、貨用を減ら寸のが雫

まし Lと強調する、単純な粁済的モアルチ}土jl'ミゐものである ]..]枚以!土、これ

以、判明でも、さり!二、 ¥ 1】山h敦f去の論文でも それ r なく十 ~t されどき f

もりであるが、 L7; 土、治もいまだこれを恭礎にして法を%科的に ~~Î， BJ]ずる」

とほし C'，.'なし 2とい λ?

注立すべきは、 1\~zZG ，;rU:r::ょ、ここで Jl-j\る{丸~¥よ強力なので、料消損失券

発 I-f.:5セイJ叫忠と過大の色、統的な二分l'J、を克尽ゲきる l ー」長，:)-{)ロである r

3o 5is~lOp (198~ Zt;. S l!p門 élO~t 兄8. ~:t 兄G

同三1乙乙o;f!~授 l ム 982年当時、 A~sblan~ Proi'cssor ()f山 01ο1ユ1C'S，日 ¥V-1'01"1-: 1J"~i 

versiLv，'は、総出11えった仁ついて、以下の 2 コの論えを執士事してしる

T¥'brio J， Riz万 Th守 Ec()!~omic Lr.久住 ::'Cul、;心]η A CCJlnm守:1t011九日 巾

;1り82a)2 O.J.l..，.S. I D7 

Mario J. I~izzo ， /¥ Th仁()fyo[ EC(J:¥orEic Loおお inlht: L礼W じ To，ls
<HALb) J.L父山1 I，-ti賀 't犬 lγ メ7カの製造物支柱と詳)ii.j'r':i福夫

S;:;n~\)r"S L' cJ )-ル，-，シのうj-+'f-----------J ¥ 199-1) 衿 I1崖d戸院jcLFdl菜什

会内字詰 \1き l 引円ミ烹 J-'J， 卜、 :>+G つ49頁~，_ IT平副1]に沼介さtしプい '-(J.， i 

w 弐1χ1け u主QL、SHかrulli)Lμ:J9汁1281 

fム lbut..1↑2fQ 

~lìJ、 Sii4 郎、 18~Z



~:r~~'" 釘済.:ft坐グ).~宅ペ1!' t; Î J-~~i斉1;.i' rÎ 悩介

(2) 

裁判川(よ U-Cグ〉中純な社会厚生関数の最大化に調布lするように行動し l、

Rizzo教授の仮設

合といえる、

S¥¥' -E :YR) -E \~"一仁

配(可R)!:.:之、賠償を認めるこにの什会にどっての期待1内情であ')、?;fL1 c': 

は、 4汁 15:I-主みの許訟の悶r'i受刑でJ;:;:-!、そして、 C し ~J 、経治的tH 'tを絞っ

た者から物点的市せ?を絞った者へと、その担夫を差 '-1日]ける (chrr1~n c1 J

そして 後円:ょ前々に、その損失の祈佐世約束する ;illde;11川

契約を締結する費用であゐ

ための

ι(Vl{) =陪慣を認めることの則侍1，11)1，吉

EU')=J~訟の明q-.j-nnJ

c -------Jf: L向け契約締結貨m

「百己の「15数0)最大化7)ご玄ヰするとてんは、 l!Hcllある

E :J.)が E(Y1?)?:--ト回るの予めれば、昨市{ょ丙定与 fL7，-:;'-、さである担えて、

E 1，:.;がじを ιIsJゐのであれは、賠償はさ定されるべきである( 1交昔σ)場合、

裁判所;土 E(¥引を長l百ずる必比(土争いハ):¥ 、うりL士、私的ET意は常 lこより 'b;

::=; :.こ問是きに対処できるからである υ :. (1)干とは、もちろん、当事Hがえij、に;1

L向け契約を締結可。であろう kことイト :Ë~;~t: !.，ない、というのは、じは、 E 

E ;VT<iζ)も古祉でまるかもしれなUからであふ上りは安i凶であゐが、

-~(り 11 ， f，!;憤c:;~ í~L 

ド U.) が C よ"も少~~、の?

E (!J>ι 

トIL)がト (VRよりも少なく、か 2

あれば、 ~rtfi当 l土再~:èさ札る\きずあるつ

または1': (U> 1': (VIl) 

他方

な 3ば、「品1品定4L
 

/
、、l

JI
 

E
 

言ゐつE uJく E(VR! 

~lDG j 

'12 luul. zttワ83-285

二日社 S7(4'27D)l211
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Jj， f-_(})rミlZZ()教授の論「fぢ午、 Jishnp転校izつぎのよ'):こ要約する U ゃ~I什主伐

恒夫グ)同lQ~工、そのような全波"')jj比仁者受ける 1許可:';~な被害 fí- I_P) が物却:';~

被主を長け作徒主者¥.!¥_J í~斗ム封H~~ ~伴?えする契約ぃ cnnlr:.wl Sl:curム'，(;;，n 

ir:de汁1れi-cy) をWふですふょう奨励するんめ、さだされもりそ Lに人は、同分

。)訴訟の斗Jで、?に橋治一寸る賛同 ihisinde:Elnih co乱，，)を凹収し、かべて、

裁判IWは、 2つの訴訟を lつに減ら寸のじめる c そして、lJ.Cの Riuo教ーをの

組X-:か、 Bishop 校以;二つぎのように G つ ~~f~寸る口 Eis:~Gp : 98(ih;. suprα 

llolじぷき叫 n-77 

t'i すべ亡の人 r つが、めコたに起ニらないう1;1;えをt口元てし亡、'"償持率」を

締結 fる官用l立、莫大なものである。?べ tのAとI、が、め(たに起 lこりな， ， 

j];~;;!~の費 JTJ :>K ü"íì利するため二、補1再現恥-) ~午前約寸る可\7:，大企費:]やかける ñ

性、は、 J訂:妙にみえる

{附イイ引i拙h償If契君約「のJドれ℃主谷子 ;に一

I渋えめ[ら〉れ毛も Uの〉てCiは土なく、 A は 1コに合J学的な1\'射を補「みするものでな ~7 nばる

らな t1_ そごで。裁判所(立、尚償却~\j(?) ゴ4容を批nu しなければなりなくなるハ

そのような訟判川内l五社l費;Ii!l，品切かつ不確尖なものである。

けrt!:ij}jやJF;之、アE託、本j且などの会社I&ljA)治安芸 Fカ締結する契約l土、

そのき1約，hi'i針?をf寸を最，ト;二←るべく約品、にかる{その約，;J((，つ巾に特別な械情与さ

仰の条請を H人する費用 i之、~)、なものである

{工j JLし10Jけが機百日ヲる唯 の t;'~類型がある。業yiZ、た三え l工e 牛

洋行 A と一江(J) 九'安幸キ 'f!+l~正)て〔昨己 rflTl肘心契約や端科することがあり、

手作は、泊費者/¥i: -2の供給正せ以~II: Lて児約者締結すゐこ J:がある ある

いは、世田1iP(止、被用者九レ だの給料や摂関を深正 Lて契約を総計?る二

とがある〕すなわら、 Yl土、需:J;:-呈、供給量、さらド、 f;切の荒ぜの変動。)'J 

スケ j べと/~.S 1 ~~受ける予と hこなる【 Bi 叶-j{) ;}毅 J~'~;: ， pを 1--=て渋d保険者

! llaLUri!: Il出11"(-，[，S)Jと呼ぶ l このとき、注し声]けがな I、れているといえるが、

ここでの i;tL市]け J 二、裕子jの埋出 E引き受げられた什立の偶然の結巣 Fあ

ることに也ヲずる必¥tどがある。すなわ仁、」のよう右 r:: ，~ 、の保設ヲキ の事例

りほかには、袖催告2点

iょ、は乙んど知り t~ て v ないU

矧 !日山市教ぼ[王、 Rizzo救ぽ(;;:訴訟安件1U)だ13さや重!Jシ:性え返肢に強制

L亡き l- 批半1;')0 多くのと)Jj刊では、 ，-li¥判外で日訴がなされごi'り、ま丈、

彼山町町 内，l-j~1.:>に泣して、役数円j景品のお4声以償請求fJ~訟が紅白さ t，-- る場台

:こl王、清求ぴ〉同 f人さらには、長I:JI訴訟はユCd2.SS 8.cjυn suiU 争との詐訟数

を減ら!て品訟費Jtj;t.箔約する'十組みが;t¥位三れてl守、る

め) Bi::;hop投ぽ[土、 Rizzo教J壬l土芸:tl汗Ji':'Jとに到するコ Eン・¥jーを説対γ

~lìJ、 SiI4'278 ，1 18_:.ll



純粋経済損失の歴史分析と経済分析・紹介

(3) 経済損失は、損失(利得)の移転か、それとも、社会的費用か。

Rizzo教授は、 Bishop教授と異なり、純粋経済損失の多くの事例は、経済理

論からみると、社会的費用となると主張する。

同インプット切断事例 (inputcutoff cases) 

第 1例は、つぎのとおりである O 原告会社への電力供給または進入通路が被

告の過失により切断された場合である。このとき、原告は被告に対して、休業

期間の逸失利益を賠償請求するのが通常である。

p 
e 

q. q 

図 1

s 
n 

(Rizzo (1982b)， sUtTa note 39， at 287から転載した。ただし、“i"は筆者(新堂)が補充した。)

図 1をみてみよう O 当該会社が製造する製品について、 Dは需要曲線を去し、

Snは操業中の全企業の供給由線を表す。他点、 Sn-lは、 1企業が電力切断事

故により生産中止に追い込まれたときの供給曲線を去す。

るための記述的ないし実証的なモデルを提示したが、リーガル・ルールを変更

するための理論を提示しなかった、と批判する。昨今、コモンウェルス諸国の

判例が変化しつつあるが、その説明ができない、というものである O

Bishop教授は、差し向けでうまく説明できる事案類型は、「天然の保険者」

に限られており、コモン・ローが採用してきた一般的なルールを説明できない、

と結論づける O

jヒj去57(4・277)1809 [198J 
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Sa よりよで均f~J:;-fl::ît6 ぶ、 l 紋 Peしより↑の ID ，f.主 IPec 工、市ノJ切断平故前グ)'1

汗:(;，号、ヰ1; (plりdu、(:';':，;Sl:;p111~) if: 'J、す 日よりてで J57散布TI栴水、判長仏、より

:_~ !})白万全 lì)E'C は、定);切|訴事政 I:)Î;'C ノ a~íÏヨ伍;J?別加〕出 ll :11cr"s ト示寸、

電刀切断事1'(ぇ{ふ土D'Ji，合山線が丸か(，又，-，ヘ，t_ !一万 h いくトゲ")" 、丸 l kり!ー

でよ守":Jlj:1i::晴ぷ川線 p-， J よ Iク)血程 [p11二は、ち:心切断事故[去の ':，TI:-b余剰を

ノJ、-)_ 1)よけ下む均衡i図的ァエバ舟 p，bよけ下抗日千五 lρIbは、む)j切断下出没

。)if:J費者ヰ耐I;'C不T，押局、計会全停，1:Lては、 hc耐精げの余剥刀なくなっ

tこじり子あと

'1妥当余利(')1首減をみ亡みよう J 出設 fcnはその減少を去し、配給 p斗)11n

iよその問万日号去す u 前 (i';ょ li;-JI:J)附宇自主による休業企会がその負担や被らなけ

ればな白)-，:j'出たflJえと}、法者は残りのj長業企業がそのf、車を受けることがで

斗仁 ゾ

ζ.' 1;) それをさらに分析してみると、iH:l主faghと荷積ヌhc~'こ ιううできる口丙

積 [agb~，:;::、。か lヲ C-'- までの井上 EP を f持続するよ引で、費用に転採させられた京

司人を去す口つまり、 0から qlまマの生差や継続するドも、ItUJlJ.;I"';~事故の前後

を比較宇る「、上り市ν、費用がかかるのである~他万、百伝記hcI土、 (11から

もまでの.1:.~;:を t どよとによ必?、釈を表1'，しかし、より志v ノヨお Pi (1) Jこめに、

(]jかlつ(:，まごの止在が継続されるごとはなしのである まとめると、定-j]切

I~;T事故による休菜令誌の逸失示:J2;主(断結 fc<)) Iよ、会!会 flj~) ↓i となゐ川である

四積 fcH'工け ;Jif--:-- 二~山 '('1m): なるのではない、珂積 ~)!!.Cζ J:j f漬 i ワヌ bt十i::- ~!j 

昔唱となるへ m位 b;;c}: I"ri ~:t ab川工、市む切附司王政円。は消貨晶余剰であコだが、

~17J<JJ ;:tfÎ'iì-以汲!よJri 司口約費， 11 となる J と干ろで yj、は、 j車引と'-~ ，、これりの費

)110)常f賞イト訟の ζ うこは ν なし L といつの;三、 irJ1'M、これらの費出(之、 if~í受託大

法 (，-:.tt;散さオて民担きれるかハであふυjーなわち、のか~_\ q Iまでの製.i!iされ介容!

JhのiiM告i'){Pヒから pjまご上がり、ぞれ治 i治資ιに転嫁され、 (:1ノO':)q"，までの

生j+:;立継続5れずに、:Iァミ誌は幻滅寸るからじあるべまとめると、ィiJ費1Y余剰むあ

Z:， 而情 hg( と町f青山区(王、屯J)-¥_:))附事故に主〉て、行会前安用となるのであみ

デ可度確認しておくか、 ~lIT p、P1bι¥~J 、消当者ぷ利かえ稔りの操業企芸の生

~者余荊ù ， ，，(?)移転を去 J ているのぜ品}仁、休業公害車かり操業企業へ円それを

哀しているのとはな， -ことに日記する J日、Eさがある ノ本会伝去の;Ì~~宍禾 l主主{間接

l仁川 l玉、操業企業t移転して C，るわけではなしのである Jへ

1コ~izzo ¥1)8つが ，s1ItJ'u n(l~しc 39. a1.ソ86-288

l.:.~J9 ; ~lìJ、 Sii4.27(;)181)8



純粋経済損失の歴史分析と経済分析・紹介

何) アウトフ。ツト破壊事例 (outputdestruction cases) 

第 2例は、つぎのとおりである O 被告研究所から漏れ出たウィルスによって

引き起こされた畜牛の疫病のために、農相は、 6日間、家畜市場を閉鎖した。

ウイルスの漏出を回避するべく重い注意を怠ったとして、被告の過失が認定さ

れた。市場が閉鎖されていた期間、原告競売人は自己のサービスを提供するこ

とができなかったため、被告に失われた所得を請求した44

被告の行為による社会的費用とは何か、そして、原告の失われた所得はその

一部なのか、を分析する。以下の仮定を置くとする O 第 lに、何頭かの午が病

気に躍る前に、すべての牛に競売サービス以外の資源は投入されていたことと

する。第 2に、競売サービスは、短期間では、まったく転用不能なものである

とする。第 3に、競売人は、競落された牛 1頭ごとに報酬が支払われるものと

する O

p 
e 

図 2

(RizZu (1982b)， supra nute 39， at 289から転載した。)

図 2をみてみよう qcは、ウイルスが漏れ出なかったならば、市場に連れ

て来られた午の数である dは、市場から取り除かれた病気に擢った牛の数

である。 SSlは、疫病が発生しなかった場合の短期間の供給曲線である。

(qe -d)とqeの聞の距離は、もはや市場では入手できない午の数である O 需

要曲線 Dより卜で価格線 PCより上の面積 abcは、消費者余剰における結呆的

44 Weller & CO.む，F，οot and Mouth Diseαse Reseαrch 

jヒj去57(4・275)1807 [200J 
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11:、失 lじ0"印刷(，1"，-， lo吋}を去す3 供給世純比より上で11附'~';f.~i Peよじも r(j)凹

稿 cbf(よ、生 ，1手許余剥における詑 fi 的指たし199reg山 l()~sl を主す U このと主

の /1 産どには競売人J九げではなくその他~:})1ι京も含まれるか、競売+["-1二λは

白期間ではま》トく叫 J巾ィ、能なも心つであ ω ので、競 L人のたわれ t~iDi"1守の宇べ

では---'--..~己的直治 cb[ の中に去すーとができる。そして、売れない 1> 早言葉物)

の~;!コ=する!品村件費 lょ、 :~I 天王 f引1(， ~q "e j立す A 以トの xつの:Fl[穫は、ItJf究

所の週土かみゾ11るら)1次的なぷアムー町J素足の情説要素三な rLJJ-

しとがって、渋川人的逸史禾:J誌かえ報~H: を同除し介ものと、病気に躍っ t- 干

の ;Jv心、に帝，-~なかへたj卦什丹市Jずj::1Í1告を殺 :j が陪fid ると 1 ると、正]j f責 cb1 と

匝it"R:"1、(l.'¥qc d)σ)fifi'j 討が内刈イ l~， ~ fゐ?とになる 1")方、 般には、泊費

者4ゴd;一万けるおうご 出lfia:)(') 立 p:g.{'~:~され「、そのよっな社会町費用は小法

i J九官 bこ日慣が視されることは士い そのぶろなHi1償訴訟では1ト訟皆同が古く

っくために、見合催を F子ノ;する F こ!:;t司王事 ~Uであるヘ

{引 っさに、 R山 0教J空1工、 (2)の.<1ぇ説で判例をうまく定予lできるとし亡、多

数のけ決を分析すふが、ト栴では戸時すや何

，L;信り次的なえ上会Lつ費用;っし Iては、 [， ι口 o教tiもいうように、第 1;夕、Lつな

相会的費用と比較 1 て大さ\はなく、賠償ち肯定さ九七二いので、本栢では/(，'~f

するハ

40 託児乙o(J 98~b) ， SHβra ]l()U-~~9. Jt 288--'290 

以 11ノ〉π丸山l土、ムバ、行品のよ民連なJRLJ賠償;£ィ、iJ行為の什会的変r;と阿じで

ある〆し寸考え万を受:7入れた λえでのも乃であったり原則として止〕いが、

2つの宇:i.!:な例外がある戸 ::u1 i. 、被(l]が故意に小法に利益をj主将したとえ、

設泡な損害詰債は、不u、1'J為の司会JトJ費nとともに、その荊;11市七戸lまれるべき

にあるれ第 2仁、原戸の目的が「室言または止命保険契約仁よ"治 省から財廷

の移転、を受(-;取るものであり、従告がnえ25まト;ζ返-9;::(ぷソこれをi;Jj: ~" r: ，~:き、

;'U:!i&止損詰 l~1 償 v手、，fÞ ~J\ さ J1 るはずであ J た JH;:ょの{山手??である fb-id. at 

290-291 

4， ;.，: i 7.アo 紋授は a まず、例 i七 {rJ> じならば、ほ慣は i~-ÌJj~主れるとヲる仮弘前 f

;~/ヰ亡きふ 11J19:J ;;;~ :y:J ~~;: '9る。 r/Jul日I2¥)(-i 2Ui 

行ぎに、(引 IL!/〆 R 、Eわかっ(L)く Cならば、桔情は ii定される 「

る ~fi~_ìí. 説明でき οfl~f引を〆つにう昔、頴してやj考会する， (a)差し1'1け巡れの市粘の

費瓜が~H;iM-1な場介、 (b)2人以上が物即II当Jo，害を絞った〆晶子缶入が、各人C)被っ

l2CI; ~lìJ、 Sii4274 ， 18同
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(5; R1ZLO敦授は、最?えによろイサ7τするつ

I ~.'f.%i土、街、 ， (j)与倍、{山l:jLycOlsi::kr;llion) (基礎っ;-jられる JI効

~を必ず L もおi じない、その程 I;\J-~にお v 、て、コモシ ロ に院 Fゐづ昌

の長大fこ』文献のし、くつかのもの去は異なっている。"開 1主を認める

ことのi町1tU とは 複数の司ご本弁許ローJ る~~主的なことばである し

かしながら、われわれの埋i出0)::1二な百iY:K;土、尚平の石原がどの上 7な

ものであ心 l 円子よ、 ~C hi土{去シスームグ〉手"1市コス kによって1山めさ札

l ム u 一、一一 1 一」
とje>;ト、二、一一と h一とd')/~--， るものである、

(3 )小括

*~~+十経済J買うたは、 Ü' 人的J買うたか、村会的J買うたかっこれについて、 日，，1'.0[>救

λ、物三塁的if~'~' とともに経済的役7-~(J)沼伎を首求寸る場介、それをすへて v 、 tι》い

ち?什i7社定t己fず

7斉T的訂宍7だJムhけ?が'1じたため:にこ 差 lレ〆1向L匂Jけ3宍Ji*Z約ザ刊σの、V千締帯i結古ができないj場占品占;台λ干h、 ツ小つ、 干経千

凶{昨「汁員 tカι涼主舌:に二5段仁中しどいるj砧品f令?-(伊罰、泣訟:費!川|けjが安〈なる刀、九]人、 {伺d)j却王抑引引f的均掲

5予t;~ i千〉波つた人dの〉代わり lにご 粁T済斉f附F汀)J必以'1，と?ピ波 1 だ人が訴える場合 m百償や肯定し

ても、 JE力lJ úS~F: 否、持 qがかかムないかっ)() Jbu1.;孔 298--3¥)7，~;00-- :i lO 

luzzo段授は、:I分のflji~J~ ~土、故前不法 i-j J..~ と i長失不法行為を~~わず、河合j

を日光明できるとするこたとえば、 DがAiこ1す ν て、 Aが F との IUJ グ〉担約にj~反

可るように旬J主かけた鳴子中 fアイリ力けに，3げる「梨約関係仁対 a る妨害

(JnLcrf(¥cncl' iV i~h C(ì;， irac: じ二JRdれ~jCTJ:';) ~.1 、経済主l 失 O)n-;，:; 街地 h肯主主れ。。

これをちってして、 J¥;之、 I'a，己小1，、行 為によみ流吋損7こ1HyJj(:)ヰフ:ィ、 i:1J:;!，'J ，; 

」る粁涜桜宍弔m亡、根本的に#なるむ止し λを'"(、 4ゐのウある、 としばしばい

われる F こがある c しかし、 I.:.iZLO 教みは、札を ffノ;~-;るいその f-_ ~j止は二フ

L ある J たしかに技巴寸-;:it~L 1J におけるほうが沿:1、不法手 r'.'tにおけるよけも、

経2市計失071音波が品定されやすいといえるで島ろ 1が、このこどが、法治市者

とjえずでtt本的ぃ皐う扱いをして」、るとし 1うことを去して」、るわけではない川

結討におv、て差異が表れる:l]Ht1土、故意工法行為ν〉多くの事例が、物理日九日古

がヰモ?ニず、符γi~j'ji-!玉大だけがとドにたために、 1':;:.: ~~ ]i:J i. r喫!r!，.-:の締結がでjミ/にい場

合、かう、経済的J¥1失が原山;一三在中しマいる場合(ぷ訟r::)+] ?) "安く 4るからパ(c);，

戸('あるからであるの Jbid.{jl :~()I :~()9 

.18 fbid. at :)10 

二日社57(4'273)l205 ~2()2 j 
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授と Rizzo;~文授 l士、結局、 lri) じ結論に l主じている。 Bl"hoμ 将校内 fj5 1列を、

T./. i口 o教J支の[jgi:-C' t..そうと寸るこ、うl給十111持、lS，;とごう1;--1

いも σの〉と》ご表1 ここがでさ φωBis~:op 技i授の前三 f刊を、 RizZG 教授 Uj: 斗 l

-'C;1¥;そう}:-;-~合弁、 1_]:;給山線が s かい S，，_， "，しトし トがるものし Lてjミずこ

とカ?ときる。

そし亡、 1~; Z7 0 救JJlよ、い給1'1，j宝S'lと S" がほとんどう皇、わらないのは、戸

業全体に令利能力があるかんであり、これが門会日~j-rl :J~であみと7るのである。

(4) rヨ ロッパにおける純粋金銭損失に対する賢母:経済学による再定式化」

純411経治指先( ついての先行研冗がけ，:.-ス?ムご t.:(.うH止され1.ものごあぺ

たのに女j)~て、 +-:H;韮よ 19!J~二較j士 t ワ較同図を不し亡いる円で忠義:ュよさい}ま

4つ :'v:a~， ru日llssan九、日rllC;; \.辻 lell~i 11臼ド2_1;nピ 8:戸 rallce~;co P;，.risi. :.iability for 

Purc FinancizJ Loss :n Suropc: ;¥:r. ECOllのm:cRcslalct1cnL (2003; 5弓牛AI恥 nc勾且

J(ハ川lL'rr日l(Lloげrι01忙t川lρ)川臼l λ叫UVf官， Iパ l、W有 lB 

本論よとの前ι主iよると、 l'vlauro BLlSS;1れ J:.土、 Profcssoム 0:Law. ~:nλcrs川 of

Tri，只:，¥VCfllO:l \r;-l:~'llli:)(: P;-ilnhT (j:、 i'rofcs以 )1Ol 1日w日lHlDircc:.or of -::'>:n!p(九n

Lel':c.l Studi出 Tulιn七 t:nI¥ピi剖 ty、ト rCiIlC七scuド2，risi(J、リ [)fe:-::s，y of [，a本 ι日 d

Dircciυr， Ln': and Eccncn:1c只 Pro又r;;lEl，Gccr只cIvla:=:on :':niv::; おi~y ， Schcol o[ Lnヘ

との F こで tめる U

七のはか Bus叫則投筏(.:P江lr;lcr-:;'7:.授は、日 iの 2<)円論文:を :L~支 L て L る υ

l::hlssani &: P 2.~rr.t'r. SH!'日 note1， pp.:)つ'1;

~LlU ro 13'1討丸alll&. V i'l'lU)J) ¥/'-¥1じ llillCI¥_11m，;!" scl¥¥..じじ1COellrパ仁 社'H1

つort:Purc紅、o:，UlT:ic1.o:-;s i:， 1-:llrO[)C， J¥iliιO;:Cll岳 E'W;Jn1¥'1け川、I1dl'ick

cr!日}， C¥):11P札r:11.1 vc R('l1H.r!:(.S :or Brcac:'iυ1 (ρ1] L:" ，1 CL :，200，))， li:) 

ょ出)--;:'_:7

前者;立、ヨ ロノパ山科u、hにおけゐ、お〆汁悦司掴失阿東への:!itjf方也、そピ訓

企:1、その結果をまとめた苦」の巻旦1論乞じま〉ゐ

役者l立、 i!il 者の r:~i))tむ上市告書やふまえ r うえで、 F乙"'t淫 i汗JRJ人間起への対

処方法bこは、 3 f陪態 ili:，bi:i:yre引っ1出)あ!;;)と Tる.，士わ ι、第 1に、 興j、

な !Iリt~ UibcrD.l n:;;~r:'lc) 仏、山、伊、希、!li.iJiU;ぜt云吋、法1-i'-t， ii: )にお

げる一般矢ぷは、純粋科凶j員J人(j);j;J.:拾を#除しなゾヘ 、お 2に、ス詩的

~lìJ、 Sii4 27~ 1l(1)~ 
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た、本論文;工、純粋が済11:、失グ)じf債を J井徐，-る;;.レに叫して、伝統恥な法 r~

学;二世づく説明とともに、科治学，-おける効利生:ニ E;ッ~ ~r，~1町を盆P:~ζ いる u

(1) 最初に、昔1t〆パ之、本拾の判的をつぎの上う μ 述べていふ υ 巧「、比

較法ベコ法史字のイりI究告は、低済?日宍YLール {応出一戸千定7レ ì~ ) うちでTJり)手rKで

あ 11、近代におi;-るU、ょっドゲマアイズム ;kr;;aldo山口tlsrγ よって現在のよ

うに形作られたものである、に治lおづL;FA-iむんで、合言らは、経法J恒夫!c

ル l主主~~*IJ)V のプラザマテ♂スム :j~1Cl icial ;JI時九日lSF1)、すなわ仁、裁判J~Î千止

法省による 1叶:)(的折片的金試行涼献によっ亡川!:のように形作られたものであ

る、こする仮託会(~，主 4 る。苦心らによると、去k判J プl ぺ-， ，~r. i'L fi'はそこで、 f為

者に効干白山手t:fS有 (lllCl:llil¥-CS) をとゴえる必要性と、選択されみ H什治lJi立を管

即するための空間乃最 2ト化とを比較考晋 Lぐいるとし，"こムである ~C

判手ヲ:玉、つf¥'に、剥吋干将i斉J5今廷が州新(こな ξ l漂苧事例 l を4つほとタ11ゲ

せる口それぞれの耳仰Iiついて、それぞ:h心川、うスァムカ¥ どのよう~，- ~tH~: し

ごいωかもtt不「るカミ、土J応はまちま ιである、と結ゐ 5i十る U

t'i 間接損失 (Ricochetloss) J 

PがAσ、船を史どと 3る計約手締結したい Dの込夫ある行為:こよりよヨ該泌が

i:tんだために、 Pi，よAとの契約キ版行むさず、訴手'$，れた利益を逸失、た つ

まり、[コのi垣正:あゐ f丁ぬいよ h、八 l一物浬Lぺ:J!長百点主It;C、 ひに金銭的信夫が叶

じた、この 1)(7)絞;前日失を|出主訂失とし:う c

そのほか、淫:1"契利損傷付hein:pai;r:H'I1t (lf川1(:'ll'j)'(;yr:H'I1: con:racT，' ポWI

ドある たとえば、八:"rλ ドーァ チーム的主 jJ選 Fごあっλが、 Dの退Fた

あるj!ι、によ :JA:土タe亡じま汗ば就労小詑円な J ナヲトゲ〉、ドは収入源を?丈}ナ?

とい λ事例 i:1花形選下の喪失 (Lc"s01 a S~;}r) .J)である そのほか、 ， '2:.'::，1:1 rc，柿

ポタ:1 (ω心 C山 CS)J もある u

な形態¥1)1月 n:;-:T;、n芯口(:') 菜、スーマソトツ/人語)裁判寸が、うース e

パf ・今 スで、京yた行為におけふι虫、義務的概念手通!て、純粋経済F'.7:)J

救済の是正をァic1汁「る U 、1$:;:一、保守的な芯j言 (('0;;:-;('が刊しれ れ民;n:c) 

却、 J弘前、時J典、品に;'Ij定民不日行 為法}が治社持侵芦グ)功、湾し小

認めないために、円例法 l契約l云Jが、泊三者のための保護主i:を1'1う契約(?)i去

却などや述じて、従枠尚治損失のJ;!z出をtJ>三すゐ場合がある である J

と B:お五ni.f'alJJ.lcr 8.: P町山LSUf!rutlolc -lD， aL 116--117 

二日社 57(4)27Jl203 ~2()4 j 
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{め 「移転された損失 (Transferredloss) J 

PI立八cワ恰を手中ーターした〔官給契約;efi;;;Sh1，-，た当該加の修時j守l問中 fこ

Dが不正主主にもプL!ベラを滋ザ)けだため、怜理期;;;"y: さら i，_~ J正()'、 '-;:-(1):!jJ、?は

Aの軒ー?を J片i] げら札右かっ?。つまり、 11乃巡丈あ，zlq-jlj; ぷ灯、 A~，二、併の

1苛千7権をbr甘されたことによる和主が/こ、通常はそれとともにむを俊民でき

なカヮたことによる伝欠が生じるが、仙の怯IJほi主主主恰告と約により入刀、ょっ Pへ

と訟段さrしているrめ、技者のおう、も杉転されているのであゐ

相、うミを移与ムされた損失シいう{

こσ〉つσ〕ギ1:;:;キ

そのほうヘ売主Aに権jp;をど1if;，:dるが買ギPに危険は移転する内容で、[J6/;物

をへから Pへ運送中、運送九了)の~@~t:によりド 11"，;物が出向じたという場{tがある

{ウ) 公共サービスおよびインフラの閉鎖

辺'1'ある行為が、公設rj-;-J品、公辺、公海グ〉百5誌を〆了、儀なくさせることがある日

その明持に J.-) 工、ニ才しをいIJ;jjして，'t言:をすこでいる句人!ir台接iこ経済JCl"lcを

肢る:と!なるリ fことィ l工、 DO')j邑?と;?よ ';i'J)IWi仁ぷニ物長が流出したが、そ

の%.~::!、刊菜の t.>-/) に、しばらく乃湾、船舶は斗該Ij(![活を手:]8でき「、グリ ナ、

J//夕 lレ・ボ ト、 にテル、さつには、清幻もが涜叫突を被る)三 L なる

治i九百矢σノ日音院責任をEtめるかど 1 かの誠ぷ?の 1]I-C f，Jえ大 rJ 懸念と~~しる 1I 

1')(のも4凶の人々にM~ζ、慨し;1; (/)主主百の責任ぞ負わぜることにな!)~，よ〕ないか

レいぺこ〉が、 tなわι、古川干純同の不碓2ti:の問題か、この主{列において長

も ~l~R )~に;~れるリ

(I)情報や劫言またはブロフヱッシ辻ナjレ・サービスに破戒がある場合

Dによ"，どそのクライ T>卜AにメJして':~r:jちゃ民η またはブ\JノJ ゾンヨナ

ル。汁 どスが況tlされ h が、それらが[)~ :主，5::;¥:')珂係にな<;0存 者 ドl上っ

て{言取されること元idみる。かりにそれらの日向やlt"またはブ口フ工 J:，..辻ゾ

!~・サ- '----"スが~~~-::)"Cl呈ヴl、 3 れたとすると、人にft 1. CI立、計約違l入に-~(る品

仁、もあるし努約違反にならない湯舟もあゐが、いゲれゼ工

作('1'を被ることになるべ1

PI玉、純粋合j:-i

若者レ-)C;!: ヨ"Iゴソノ¥C)岳民Iえ裁判所内 !μ巳'i'l':l'Jへの対i士、;こっ， ，て、ワ 3

のようにまとめ Lいるλ¥

~)' Ihid_ ，-Jt 11'{'-12九

口 lbut..1↑ 1~1 

~lìJ、 Sii4.270)18の2
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H台市針定 |未l，、また，eイド司E

JJJL.出、昇、，;'11、l
制ス f川:つ l

ンド、治止処

j別、 [J、妻、好、:l~li 

位、品、 1言、 JFt

O毛 ス い ツ

ンド、由

主、白、仏介、|芙花、ス三，叫

J1l、伊、胡 l 市|ト勺ノ、¥li'tι
{ム IJ興白英芥:j'fr， -fu南

紅、市、ス ，7'J 

トラシ V、川、

瑞品

表 1

前l.T.fr7t
仏、:I、話 f)1-，

tS間

bv 

古
下

持品川市開設撰長同

I-ft形電 Tの日失 jI j人、伊

移転された損先

公共サ ゼスの閉鎖

(-() 

作i

ヰ旬1 瑞-:01-

j唄独犯ヌ:{; e.:J希笥

寸 y 卜~

J徒口、英、 1九、

虫、品、↑'1、九

三ラ〆|、

声、~

=伊、 rr，;，折、

づJ、日記

戸:て 123ょこド

ノペ ~Jr_人

同専門家による助

言に場耳Eがある場合

玉、六:1 

経済学による再定式化

著者ム l土、 {fJifí 損'id:っし、 ζ 、その h:-、さ tJ~jÆ~向を批判的に険~>~-L l.うえ Fベ
eO)-:i午済力、析を担示する丸、注意寸べきは、主fi芹ヂグ)恭究主的なギえ 11を:l't!f!詳づ

るこ乙 t ょうて、 j宅近長 );i品目J.\"判例 il、王司会日l~;d~ IJ甘なし J，')訂正l'Jに説明するヤ

lがミきるよ引なる:::もに、¥'i.i:'去昌平l:!(fIJ所を封i誌がjにHli与するこ!がで

きる工つになる、 ，t-T言払:)-rるd-C-あζ日ム

(2) 

主ず、竹 ι りは、純粋絞済担宍を~，IF除ずるル ルlこっさ、 lkdiliは、目人的

合純粋科 i凸J宣:t:<r: R2r償されえな¥， ¥'_J と百い江す{

日純粋経治損失 l 対 'r 、{対子見広;f-J宇 'I~t:，こ.，;:. ~)てその応 iléの F了否を決する議

日仏(ィウ絶対権と柑引接山|ぇ引によってその町償山 l'了品、をrt寸る:主湖、ゆ)人身は

布休日々 荏より -:'d[;';;声があけ、イモ休E!?歪;ま :~liiH:MæJ i)制i:';'直がめるとの〆引によハ

てその常債の可 rtl~ t-決する議論、同レ可訟の洪水子治ぐ ぷ寸 (，n川 rLc:.1tf')J 設

山 ιを批判:6'"子検討する [!;u1. ;，~ 1:23--131 

日 Ib抵 抗 1~ì 1-J:外
n山 1.nl 13，1 

二日社S7(4-'!6D)l20l
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1畳失cてF制度におν、てl土、行為缶が l商切な行為。〉レ叩く jレをとりないときは 1 、

つでも、干 i 会的外出↑去による宣伝を t~iこ認すのがさぎま Lいυ その適切なれ哉の

レベルイト Jとヲる そのご品イ為的迫:JJ，"i百h;a:(1)レハルヂ Dとヲ。。 D(土、 11「

の:去二てL 決定づけんれふ

"、 ]) = Ls V x二J(すべての χ<x'"についこ)

この公式の思同えは、メ、{去1i ~t~ -7j. f/社会 :'i-~最近 i ベル Jよりも低いレベル f

しか子|坊措霊 (;)rrcnu~lu;，) ¥以~ ち汚 l とど~;r;];i-9 る。 j を講じ争か勺たとき

はいつむむ、列会l'l~jtid，夫L;と i叶告別')損害片 'dft Dが支払わアるぺ主じあふと

いろことであ

この公式σ)j品目(土、さまさま士JWIIIT司芯をじっも{

お 1こ、 ¥fiに4るこ、責任の範11γlが{白人ド)jfi，央いによ勺仁氏められるよと

:ならずに、討会的出央 Ls': ~ --1::って決められる二と rなる Iう!、その2

つを切れ断 4ーのは、|ち涯がある ;いうのは、被己2者の観ci炉内 iJ:、[主治され

るべきよけも右手<~ì:~償される状i')~ を止み山すこともあるし、夜討の状況をj二み

WI-t-:'，ともあるカーlコである J

D>  L:) 

日く Lo

D = L:) 

W 
v 

L 

V 

Lpく 1日

Lp 、Lc，

Lp = 1ぷ

l過大賠常j

u同小目立境j

(完企賠償1

ド人的j員丈レ社会的説丈が 孜ずる Jさがけ([，p，------[吋、多7 さもナず告な

すぎせ nr古内l-~; 償されて， ，ゐ状詰にあるいえよう。

tf~ ::::に、 :J;によってた式化会わた吉任ルール:ょ。，ミヘりかのノT.N~'-9毛主J1誌を

もんじ J す たとえ i工、

Ct D<日 v Ls <りi.Lpが¥.-，均一'J:る 11首をとろうともj

'，6 *---if-t;，が十十三;-fl<Jf(i，宍三いうとさ、 I 圭省会科と浪費占余刺の ;:;-~-l 0)減世部

分を考えていゐ !bid川 U7.B:J 

~lìJ、 Sii4 品、 18ω
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すなわち、斗訟行為が、たとえ被告認が白人R<;~n矢を qたっているときでも

(1，1; >。ノ、主l会的ヰ1I訴をもたらす同 ;iであれば¥1_おく¥川、れの責任、コまり

被古主jj{j)11古伍を日F償"9.，~)という責任が発J することになる この ζ うな最迫

京任レペルのj担J丁によふ t:-9る〆、情:Jしつ損失が社会的不'1誌をも t~ ()-9介きは

しιつでも、ィ、法行為l対して県励すごが支給さるこ ιになるー

二J，!ら2つの手際1'1:)ごと問題点令指摘するーとにより、 t五i丘出火Yレールが時u己

決ンスネム 0)間で共 J面する JこJちなく発展してきれ理府守説明でき主う

とこ九ご、]克;t丹江土界では、公式の λえにさ()(こ必の~1'1J約がイtij 力，~<- () 

れる υ i:ごわ fコ、 l)i，突の↑e:J¥'ヴl土、 これらの付帯条叶によ勺て、 さき(まとめ安

::?T~':'!守な問題点、は露ーにないのとある

[) -----Ls s， t (守寸帯条'i+Ic ~て) ]) :>() か〆〉 1)三~ L:) 

現実の ::1界でl土、川人日付日央のための玄H-cう筏は段であるというとはなく(た

〉えぷ汁、行為が社会的刊誌を必み汁1;L /:~_ L:: ~，~(も被出者は万11害者に賠償を ;J<.tÓ

られるよとかあどというここはなく W>O)、そ Lて、只j三の宮司が与え芋おり

Jö，うとの夜間を結えるといっ二こはない f損害時出が賠償される一、，~ d:: ;)も多く

白書官主れる状況にあるということはむしお)、じく!~:)) とい) 2 つの日J;f.'~iJ吋ゐ

ιするのであ心。

このよろな経済利夫;;.ルグlI'.疋式化(士、つえすのことを不唆ずる fl."1人的粁

j-tf損失が1:[;，r7)第三者により守交ιれる利治と悩殺与れるこきはいつでも、科治

m-90 ，:-~対寸る責任は排除されるミさであるれそのようなこさは、示法行為 l計十

会的損7こを生λi+l]して v、ないのであふ:，7

-f!f 't1ら[土、まとめと μ て、つ(<."r})去を示下仁

~>i~ :河が必要な釘-a::之、 (b);Q-r;ie!まごの 4つむあろう U

(bl顎型ど(c}認型(-::お vミては、経〆Hf¥.')-':)1ーが泊三行司Jなずii判手;:..~-~l: ~.， ，_ ~る。

たとえば、 (0げ九!f;~J にふμ ミては、 l汗j ノL ぃ jじが、社';，1'1苅~t'tì，こ年関係な中1 人 n'J tH 主

(こ対する責任を排出主寸るなおを~-O，-; '-cおり、ある¥."は、 (b!続出におい口二、 1"1

ル ルが、情人下Jf(，i')とのうちの干;た|均出失にたj心 'Jる{，]i'l}に責任命限定する役

:'7 fhid 札t!:i;) 1 ミ父

~13 lbul. ztt HO 

二日社 S7(4''!6I)li99 ~2()8 j 



(.) 

(b) 

(0) 

(d) 

(61 

間人~~十I:;.:1てバヤ[- 7守的街失

Lr: --L~ 

L!.:>L， 
I ， j~ > I ，~ 

LD <イ Lc

1，;)くiに

表 2

l応直守 ω条ft-

Ls¥O 

L 、>'，;

p>。
p.>。

p_~:::J 

I日〆。

日

"~ 

サ屯ノ ι 

F 
h 

[)、

D---~s 

〉。

]": --LD 

I.------L::; Lυ 

[)お

仏

丸く 〉三己リ

吉iを担、ている .(0)張型i土、 );で、決~昔に '!i: わオしみ完 UY，6f!1: I〆たが、地

方守、被民11グ12t争計が|弓j耕一の物l?をl司手乃費用で製jfJL、一刊l'!じLたj号合が負

*rl~ 、ある. (b)f~ 巧'! ~士、 ici預号と rü~tt(/)説明が c 主るが、より現dヲミ :I~ 土砂 Fr ぐあるっ

たとえば、被古者の巡れた売上げの場守、ヰノる.:土、被7，-省0')設さ告が(:IMの

物品をより日{昨な資耳i-C担泣して販売した場合がありうる

(dltt! !_\~l. にオフいとは、同fE お fJ:刺 Cつ央われた去、のせいで .c、社会的桜失が{~r，↓ヘ

的JOlうたを」出 η ている (Li) < Ls)，o :;J前υ)"i'l~l!_-. (¥入:1l1Lv(;('ll'J'f('liCc) をう切手:'(1

なレベルにな持するた吟 Jごは、不氏行i)~'に正月だろれる玄官のレベレは主L~1的

指 9-~ L"と同 tに中べき rあわ LかL、'J!j交のt甘いX p(js-:': :叶lili-:.:v.! 刀'D

L"O)肯定恭{芋で認されると寸ると、彼7?í-(;t過大 ;=_~t~貸されることになる、

Jまり e 彼;以除lこ討った;員ιi、よりも苓〈制買されること fこなる IJ)> Lぷu

t訟の損害を起iえTなされるべき手はないレすみ ~!ii)、引に上 J て、全社会的損

失;こっき 71 全結佐官れの酒場を排除しようと v たと 1ミえるのではな泊 iろうかυ

コぎに 苦苛らは、被害者{ワ過大賠償を滋けながら、事前{ワ;幸四 (cxunJ-c 

M 円、11;;V i':->)チ右対に似つ、〈解決去、しかもYc，例の解決議;，~-~ ~~ ~業する。その

ような解決箭の.'-)として、責任を比':ft:刀、三切り帯ず》ぃ λ ものがありうゐ

ldcC0斗J!i即日oluLio立) すなわι、 んで 泊"詳しつ1n待?で干名を1!;1;待干|会的釘

たIぷ Iこ山動戸せ (:illke川、 P作方と、被害fi-の片'd古会尖|品、1.:lii'，た官官人的ltt:¥ 

Lj、までど「る IJ~ ，:Jl戸(l)、いい「解決策である 加古昔が~~Jj、Jた2::釘 Lsc'': 

:，0 ~izzo .ìk授山議論をさよ~g(!)ニこ「

l21沿J ~lìJ、 :)li4 前、 1798
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ザよ7;-品が交けl1えった令官主 Lp(7)差相l士、罰々 または，r.P.土としてL正院に約める」

つにするか あるいは、当;考1'的のために剖EE5れた止す「主にす}，') Jうにすれ11'

よし、 (T- L日一 Lp~

(e)~R百(工、イ、iJ，fJ:ljが社会出損失を生みf+H- 万で (Ls>向、直接泊な被斉

名レこはACえを/みtH':j-1D;台Eある ¥Lp三0)一実際に1/1，)訟となりうる事例では三〈、

教京設例 ¥:"J与るしこのと究、 l古持I:I{;な被害析には、 JJc与す?に対し ζt1卜ぷをi芝起す

る訪問 i止まり丈くないが、 fァ会的資耳]奇負担すゐ川一者には、 JJII~，i;言にメすして司王

干tをiH:起ずる議己主がある J これこそが、純粋似しう損失Jこついて貰任を円疋 J- き

か再定寸べえかの判断しがたし、'*伊IIJ') 1つであゐっ資料を否定することに争gぱ、

宅前の幼 >;:'1守なルール[)=いに退以 τることになんぺ 責任全汁ノ七する?とに

?なオし:工、叩|担t訴訟治拡起されるごあろ与が (Lhc;lpl、n叶 Hkdli Li伊~i () ll) 、力t: ~t

7守Lこおいても刊JC!E.が足り主〈なるであろ" hぜひ~，~3.ηCぞ Ce;l('

この ζ えノド法行為ば、 lえ按:むな悦ぢf了者iこilではない句人lY).J:r，*を与えている

が (Lp:三())、 1，，11洋仁、I1IJ者仁現実の羽交{r!-}えている IJλ>0:，.したが:て

小1j、行為の損'J::全科は、 IぉII I.p Iとなる。しかしながら、朴会的損夫/け

が以公正F工 ぃ λ けで不法行為 J14こ課さ九るべきである~ことかり ~D = l-s)、

~rl;Hに:早起される詳言、も Et容し会ければならむくなり、ぞ rJ ごとカ{~~þ~ノJ 判l討な

退利引!へとつながってい仁、

このぷうな Jド刻j ず的な返~司 '11 ょとを遊けゐふめには、つぎのソペの室択。むな解

決策を検討する巳!&~があるへ つには、 )JI:'1;"話か、rT:-tt.:R'jな従f話がら;f;付ま:

LJ、か[司[収?る一方正企的有の全損失 Iぉをノ〕全h 賠償するとしぺ方ι1;がある

こっ止、全山主のit8':;;'H〆Ko数十艇を迎切に杭|虫γる設主主的全半y編み山γ

方で、立接的な秘書者が和Jtえを保持する rいう方iJ、があ4ヘ
以上の分析をまこめ -cJっこう まず、 ItI会iこi均i豆寸る経済幻宍(:-，，'j(j;JJl、

rc~c\， ιnt CC01l0日lr:Gs;.ws) ヌ会 IJj i員 :J~) ;と 純粋 L 制人に ~Ej!きする符出J員)~

I， ~)ll rc- ]y JEiv川(.ccn川 lil1C;n:--;以川(1刊人的m夫1J ~y. R 号 1 すノ~) () I J:;者は、例入

n~相1:'、てれ( 放する社会的t伐とたを生とさ円子るさ、のである 1ぇヲキf三、被斉

昔;こ損失を'1じさセるが、ぞれこ差しづ iきむきる，1"1査去を守J三者;こ'1じさせるた

め、宇;た l'l~j損失会主 Jノなく牛 1F せないものである}そ"、排徐ル ル手料

、河ij:(，-_.t り再定式!乙寸ると、原告は純れl に ';l~'j 人前な経済;口元に基づく賠試を誹

印 bU只szmI， Palmcl" &. Parisムぷut-raムoi-c'~9.;:;' ， 1 :3~H ，-13 

二日社S7(4 > '!():J) li97 ~21ハ l
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い~.ーし}ー手、
ι ノ~_ cιーホ

(3) つぎに、非主ら;三、経済分、析の十し門会 ~ffi :~:て、排除/レールを J3 え直 γ作

業 tコり かか る j すなわ弘、裁判IJI肝l之、その段味なプラナマテ スムに従 J 仁

}':、 ，.;: "1? に -tJfl;主 ì~ --ì-:'- を ;~=U哨 ν たリしなかったりしているJ.:うにみえる

が、経沿う子析の札r，::r，1: j[主じ C、そのような坑象(l恨，IjIにJ号令珂論争守7-，ミ Ilf，か 1

作業である てこでは (1)v)(71からIIIまでの矩型者分析してい。ので、不私で

I;~主される、

は、;;;i'Lを予:;]1;してれ

¥J') r間接損失 (Ricochet1055) J 

科験{内需!r~N (前J3jz主11 によると l ノlレ形選手の点 J';~ 守?例では

ノ可l宇おげるけ、ソステムの大多数:手責併を否定 J ておに「屯線事例 では、そ

の利半音がえ:"1f止をf':!'):てて 1.'，/，;.，従(FT分析(.::.. .，;: :1しぱ、このつ~-) :分かIした処J~

ヨ U ツ

を筒平に説明 c与るこ

多くわす号今、所有物の7打羽価格(しす("(-~、将点それ存i 有効に使}話、て牛じ

る札訴の流れを現ιに引き也し土怖値 uhcdi';C f)-，， ~;lÇ(~ prc:)¥'lE ¥-礼山け[lh， 

flow of illcome! を含 f."C，いゐ 'TEJI~混干の喪失 l 車問守は、渋干の給料{土、

ケヮプ e 手ームカ炭子かふ稼ぎたいと加う記|日ぴ)大 lを含んでいる。

2 ~大

ム

9 仁，~一、

l ヂミ?迂村長であ品選子 :'-~-AJ ヲる弘弁官官が失われた給料であるとす--，ì司:.-1、

被己者であるクラゥ チ ムにヌτJ一る jji ごう陪古;~をさらに認めることは 1 --:Jσ1 

f口~にι してつ重にじf績を託41める l ーとにな乙っつまり、過大京「工々þ!J-7て予防か

引与を1予三れることになる J 士、:て 科教的視有円前L果は、経i丘学によけ筒'p

二説叫でさ。

しかL、「べてのJ品合が このようい説明できふわけごはない 「電線事例J

のような場岳、苅イ1牧C;-j↑l場fiIIill出[土、第一主がそれを売上司して将られる利伎の

すべぐや r.'[んと lミるわけじーはな¥， \'_J たとス!工、近話や屯ス、ガス、フλュ~I())料金

U:、ノトi1m首がτれらのす ピス事刊用して得ら才〔ノJ利益のすべて干さんでいる

とはいえな v、 このシき、もし削除ルぃ iレがi丘刑さ札、供給者が被つに持、出 vこ

Tt-{-千万、 :U~討されるの?あれば その理由(土、 illl恨の1't仔を危t"Lt__ただけであ

り、最対なi古川会考出 l〆たわけではないが その出d:知人'11.投によてンて牛

じf千十会日SJ)'i"t(')Eうないこ ζ になる Jji支の世界の多くにおいては、千十会的

~lìJ、 Sii4.2G4)17出
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純粋符清損実的府吏分析主将済分布l 紺介

tn失は、供給.~が被ったね古より多く、中j肘.~.が被った損失より少ない、その

中間におてらくあろう i これらの中聞の事例においては、排除ルールの部分的

適胤が求められるであろう。

(引 「移転された損失 (Transferred1055) J 

経比主的前J査によると、 l移転されたm失」事例では、ヨー口ツパにおける法

システムの聞で、阿j夏ルールを週川するところと排除ルーノレを t且)IJするところ

に苫リれている

最適な州1I1のためには、不法1-J為者の恥償責任の総教は、不法1J為による社

会的指失の総領より少なくてはだめで、等しくなければならないが、不法行為

者が 1つの損失のために 1次被害者と 2次被害計に 2:1Ti-に責任を員っ亡もだめ

であるレそして、その総領は、 l次被Z者に支払われようが、 2次被在者に支

払われようが、分けて支払われようが、抑11の観点からは、無関係である

さらに、契約当事者(1次被宮者と 2次被害者)は、将来、責任を負わされ

るか員わされないかを考慮して、契約の価格を決定する。たとえば、保険会社

( 2次被害者)が、保険代iすが計されると右前にわかっといれば、いいかえれ

ば、回復ルールがi直J肘されると事前にわかっていれば、その)明{-，IJ責任の負jll'('(

用は下がり、保険料も下がる。あるいは、州除ル ルが適用されると事前にわ

かったうえで、売主または貸主(1次被下町首)から買主または借主(2次被胃

者)へと損失は移転されるという内谷の契約が締結されたとずれば、危険が移

転されることによる費崩を代合から押Jり引くという内存の契約が締結されたの

であろうサつまり、経凶学における対j半院からは、どち lろのルールがとられて

いるかが事前に明らかにされていればよいだけで、それが排除ルールであろう

と|ロ|筏ルールであろうとかまわないということになるじ

したがって、経験的調査の結果と効京性基準の説明は、調和していることが

わかるつ

(ウ)公共サービスおよびインフラの閉鎖

前にも述べたとおり、ここでは、無限の責任と無限の訴訟の問題が、 最 も~~

昔lこ1はれる。経験的訓査によっても、ここでは、フランスと新丁の未決または

不明な凶々を除いては、 責任を認めることに消柘的ごあるけ

被会者からみれば、最舎の公共サーピスを利用する機会は失われたが、次善

の公共サ ピスを利肘よ「る機会は得られたのであるから、 最舎の機会と次蓄の

機会の差のうfだけしか損失を被っていなし~さらに、完全に弾力的な市場にお

北法57(4-26:;)1795 [212J 
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いては、被士Jiが釘矢を j会けたツj¥交ままおか事j読を交ける lーとにな;ヘ計二で的

j~;たはなくなるため、結慣は否定三 iLゲ J: 0 ¥，いかし、弾力uれない巾叫にお

いては、被古省内四人H、:;-}^C-9、はベ十会 ~'j抗よとなるため、目書簡は肯定され「よい。

じかし、二の k きでも、弁H旦の訴市:に対芯し、財限の責任を大克「る I~l:; ;辻を廿

JJJ;， -9 る費用が位端に円~~::îであることも芯泡十る .J~， :i~.、がある c

したがッ亡、経験1'1')市~;存のがl 来とがij!-r 性jZ 盗(l:-:;t;í~:ノオ;止、市~:司1 し ι い￡ことが

ア，かる

fよ時 情報や劾孟ーまたはブロア半、ノショナjレ・サービス』こ環疫が晶る場合

経験的fi!M査にJると、ヨ一円ソノ(?)裁 ;::j}yf:手、弁護ートおよび公司i人的場行、こ

は、科桂子手同損失の)1("償主必めること l穫探1'[';]ていあふか、 l守イ午役.r3よぴ会計 1

O1 t持イ~' i， _~ !手、組れl経済if:. 9，': 0) ng:悩を認めるこ Jにiri蛍tZJである〕

方台、 f了誌上べコ公証人は、 i;]示、クライ Y"/トまたは制限された範匹の第

三者 おをらくクブイ〆 J 卜に子牛肉されたを読者 のためになるリーピス

を七日frする 4:-:;.12半 i や .'L~証利の中l;正、予t\，0 (て-tT証人プ〉¥将点、その業潟i

近誤];f字、之ルゲパー白引を民ろかもしれないら訪台の校用7J1含まれ Cいる原容は、

報1"門 部と L"I: 、:;;~専の lT1 22 に対する ;r:~;てての j'[，五正のための科ノ，í::、でー亡、長

時)こず&m' あると主の時出を得る註利のための料金を?でに ~~~~j~っているつした

がって、弁ぷ|ヤ j，;-~~， 人 iょ、 ぞれらの狭い説凶の第一どが乏けた;宅梓料消損失

の京 J下をfj，うことになる

他ノJ守、 Iit配役ベコ会計七;こよって抗j)とさ1'--1:イl令市は、 Jリ広範な人々がヰiJ唱

する二乙もめろう L、お較するごともあろう U か I1に、信子itや会，1士が、そ

れらすべての桁一主力 i岳けた純粋也前抗1矢内責fFd子負へこ寸れば、将来、ぐの

伯報し J忍痕があゐ?めl京/工を負うかもし hなv、渇合:乃fキ日以日ノ、なもの kな

る。そして、官」古n千二;~ji斗でかり↑l江市をへ)-， :..--たクヲイアニヘが、その向勝し

た費;n，:，'t';H上よる二とに.~(る u かくど、ソ'U 'J.L.ノショ斗ノv . +i ピス¥U)宍

安がf向型とはいfないわ、怠が発'1ずることになる G30 Lfか Jて、監査役ゃ子二

円丁上は、それらの!Kぃ範匹の第 計がそけた純粋斜計担交の責任を負わないほ

うがござましいと"うーと(こをるこ

(2jにおげる効 ~i'it: )&i手の説明 \k{:itお n0l は、 (3糾における~*è~{.>]，*);L:準川 L!珂

(各治的 と追う点に tγ立する立要があるーとりあえ if(，土、経.~~3J三同査の結果

li2 計訂り i立、ょのような絹存刀、支::t人う十号制的l向設を外部引と位置つける

~lìJ、 Sli4'2G~)179全
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と傾注jにおける別不t3&牢ω説明 ;土、言'Jtl:じでし:ゐことがわカ

( 5) Mattiacci特別研究員の経済分析

(1) l~i u:， cP :JC' ~h:'i }. .. LuIC1cci ~，~洲 11)i 究員の自主丈 純粋託済犯失と惚'~-JÄ.(7)夕、話

性山内沼化に?吉村る経 i丘学 c→は まずにう述べ ζいる A 本iiF究l土、主主粋経i白

JR F川崎すみがゴ主ァによるアフ μ ーチーと経流行に主る 7 プ 7 ーチの途~，'"奇強副

ヲゐものであり、{ち~討に1，1、市を合わぜるものである}さムに、{ムが'c:りな終，'j可用

μおとは 11!とる訴しし、仮説をも十戸 4るも(7)となる。

なお、 ¥la:_:j川口研究員は、 日沼Jレール(，re山 内ど13 Il tJ」去、被害Fが 11

うj' O被りた ~D 主を完全:"~ ~l?i fi~\ さオしるとずるルールとして使い巳 排除ノいール

(exc~us~on~，.r v r，:le) を、被'声干でが社会的M失(被J台朽のt>i夫から零 干干の

手I~設を持除したもじ)! 〆刀、 ~rt1糞さ 1しなし 1 とするル jレこし てf')l;5 出。

(2) 孔 ~~IL~.l aC口研究封 u之、自誌を挺庇「之、口百に、迎式:一品7介され l~f:1 ú1予ア

プロ チを児直すf

(アj 純粋経済損矢の関与主は、外01:性(})ノJ部!ヒの判訟である U メ、u、行為d、;こ

共ュ日の附訟であ!)、とど川つまりは 不法行為法とは、収;5In!+~ のかかけヲぎ

るために千志のろさ約刀4内部化できなかっ工外部性を、九部1L:ずゐ仕組みであるハ

純粋粁済tCi失約内ijitG(})特徴的なと'.ろl土、複般の夕、市;'i<:6{発止し、しかもそれ

は、一方でれの外出深を生み出すが(被害計の損害 Ww苛1('[:lI'日 h社rn:))、 i山

)Jてつ卜(!j外部位，!(i ぷ山 r，~守ある (去五止主的利i主(Lbc 山山 ι 日立.1j:~:J )。

そこで、同研究fHt、つぎのぷう[こ l~J~-t ゐ 純粋紋J4民主の司g!土、この

K 31】村山n】， r九[l!1('了品 F日(1お"又削げαl:t)k/;_9 μ~ _lt-lJ.;.--l:Jl 

ιj C i ，~当 eppe ])ιげ i¥la:tia，ccI. ';':0モ ECCllor，licsofリ日 e~~rúll l) m:c Loss <illd t七e[11 

tcrnallsaLI0!: 0f I¥lultipl仁 EλL:rnヌjdcs，Boon" l¥.()z:ol &. ¥¥'ilting 

L ;lt 1G'! 

suψ7αnolc 

ヰ査の I:Ií~'主主に工る ζ 、心じ1沢 PP<-' D，Jri \IaL，j"ccム心、 ~\.~aric じ日ムC FclJ c\-\' 乱 Ha l1~

hlll ヌ下川口、í~;i t.y. lJtrcd，T.三d1f)(J;()f fUJ目、n:lC;-;'.{l1lÍ\Tí~itC' it l'h山 ht!:あゐが、 j苦~Aム

i二、 Associate Professor of Law .1nd !:::cono.c.uc寸江tUni百日 si~eit van iLnsterdaEl. ~hぜ

~'\Ill SL に ~"dιLlll (λlllcr rυr Law ~l lHl K:oドon:ic~;'C'-Þ) る Ü1Llp い WW.kcnl1::Ul 札 l 斗 U¥-a.ltl/)ハ

日 fbid乱t1'/'1--1'12 

二日社 S7(4''!6.:.) li9:l ~214 j 
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とF!(n外討J刊→を :6:~主的 J 二 I勺訓11乙十る W-J 地 i としてとらえ J れる Jくさ'"ととな

<;)u しかのjJーと九を中純に/-0-'引きするのじはな{ー もっと説維な計算を

Lなけれi-i'くよらな L

十() iq'IJ汁員丈に院 Fゐf子治分析における;も;J研究!止、 j員斉賠償の J、きさの

;担のみ I，"{.主点をミ~ててさたが、 i寸{ヰ究員:立、つぎのようにj'l'J ずる。

1つには、 jL;f:1可ヲむよ 厳併責任ル-)レやとるカ過失責任ルールやとるカを

1"号Ujーなしが、1"，;1寸こさである

ヌコ;こは、 tn声ずが予抗措間 (pr三cut:on) U'J，T 1"子防 〉有Eきする}、】 て

訴することじ郊待担夫を減りせるの lごあれば、 1"1十三に徒会主も 11.az能 jJ

H叩 ηcityJ CVJて 詑7f」と当時する，.'J害弔問"ることで事故の坊月さや LV)1減

できるし 阿悌(云益者も印UJ存増強ずるこ}ご利益テJ雪印jさせるこ}ができ

る k1rli子交の中には、 このよ λなJ長人能力 i":J仕わら、う守政の~ぃill:界に詰

けるよれも事此のある;廿'I!ーにおけるほうが能力了子大主くなること j を-J~'~)H と

あるとして当上t.11するものがある町一!か l 、このような過火口8}Jか被 4て省また

¥，;-.受長音1)玄}る子治の iつの耳";(~ みノ、こ 2ができるのではなかろうかつまり、

最泊な解決i之、古I信託、担ii声おおよびそ託ιのとる予訪心パベルの組合せ J二な

るの~はなかろうかο そつすると、温六能打力、勾J千:'(1が非;tJJ千かは間設とな句

なくなリ、能力の迫切なレベルはどこにあるかが問 ~~ii こなることになる(九九

(3) 純粋経済損失問題の分析

V)，τ、 ¥:f;十十I山 ci;較ふ?の経iA"JJ干;"!ト紹介する U

占::^D--é'、被，.;!;~.~.、会主止省(7)::; --;'ぎだけがささ込まれる事はふ組定する(まずは、

I八(訓告す子 炉けが ;'I'h を講ずふこ F が F き ζk いへヲ iScをおL討す;~) ;J対;

つぎに、 2 人 (Jj:~7. {iと被古 i5'11ワ)、または、，UI:S't1三変説r， (1'ウt))ノだけ;6;-

r̂:i)j 1:'詰 jることがむ宍るというう下山を村;討する :trH主 L二、日人ともが r^~H1:' 

議「ることができる J>イ事校事検討ずる:(:司I

J7ヰ〉もおらぬ1千》うしごあり、合!1l可な、宮内長)，(とを図ろう L する、 )i!.

1前'1'す的士人It]であると仮 Jーする。 号し仁、小法ィ為1't千ぞのみがJ盲目されると

山 lbu!日↑ 174--175

t:7 ，\i;::l ， i {i cr; 研究~:土 R川。敦J受令 WJ えしてーJ、げるニ

"8 ;V:"t::iacc . snρyρ ;，ote (-jil， :，: 17S-l7ろ

~lìJ、Sii4ω11792
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仮疋する lーとにす-{:':oつまり を泣省l土日付が保1与した利益を返j宝，.ることを

話ぶされな νと似J二L たことになる υ

不法行為法の口約(之、事政(7)~長~Yf:l ，fj-J、1なιち、干防音片jと、事般による

m去し禾'1誌を足L合わすトナヲものを主主 j、化 j一品ニシ iある〆考えら jしる

¥J'1 1人(加害者)だけが予防を講じられる場合

伊こでは、 τLえかh日再朽の下防によ 3 仁のみl;iJlIきれうる場合弁分析する J

Tなわら、被:'~者三;;.:益者は三重1'))的な行為者でいかない九以トのり又7三 ι 泣イ 。

ェ 肱;士-M:(I)予防費ノh、交正(¥

=宗故75ヰ株士、 0く p ;， X，;く flxく0，flロ'>()

h 被主者。 )~W，:.-

F 受計者グ)利話、 h > Q' :.>() 

(]=活字?蛤法

C9 

ここでは 以炉立イ1と中純週火.H>i:::=-:L 1)' :rij起とならなし 1 有J害者iJ:受動此であ

るために、討与j角突主任k 間同 ならなし '7)，らであゐ n

(a) 予防の社会的立最適レベル

甘え約者!IJの最小化の向胞は、以 l、の苅数により表現与れる

(1-: minx lp c，J r:h一刻ど

(1'.' j)~ ::1-1 - !.:L1 +1=ひ

]l;-; ;11-g)--1 7つ

oノを E~A、ィ L寸るための WíE ク)三を Jと{吃疋-，.る。 Jl土iJII'J誌の三りうる予防

09 P (λノ11土半，1同に i'i~~レし、原「守に向かつて l日である

tなわち、技初のほうの l出ftr，(!) ý訪?を，~増加では、-=i=iï泣発 l:~ 碓 (J 3-r .;下

がるが、子防官民間力11にうれて、 きの対~.7eは遣自:えし、 l官続的ほうの 1単位。j予

防費弔l曽川では 勺÷散すプu市平はほとルど iがらま¥なるぐ

;'(1ご)~台数 [11 (χ) (11 -f;)ーァ又]の:1')'0)導間数(':'- gノ十 liがゼUになる

ここ刀、じ見殺を最小化jZ}Pめの条件である そのこさの苫を♂と仮定 jる

U /¥'. ，....; 1‘クタ長トマス恥 S岡コ レン (k11l0守LLEミ)γ刻版 e

i長と粁涜宇JI 352 良~)， ~芸f~

二日社S7(4''!SD)li9l ~21G j 
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の社会的な最適レベルということになる。単純化するために、 JをIトーと仮疋

する υ

(b) 厳格責任

厳十円責任のもとでは、加害者は、被害者に損害賠償 dを p(x)の確半で支払

い、自らの干防費用 xも負jHする。}jll士者費用の最小化の問地は、以 lの関

数により表現されるサ

② m，山 [p(文)d + xJ 

必， p，.Jl-1二 O

Pxd =-1 

d~h-g である限り、伊なわち、排除ル ルが越川される限:)、加害者が

負担する 賛同の総額は、社会主体が負担する費用の総領に等しくなる。もし d

二 h 只ならば、力日有~.は最i皇な予防 (x 二 x行を講ずるであろうつも Ld

> h 只のとき、加害者は過大な子防('1..> x竹を講「るであろう。もし d

<h 只のとき、加有省は過小な予防 (x< x*) を叫ずるであろう{

したがって、品川件責任のもとでは、矧除ル ルのみが効呼出Jなのである

(c) 単純過失責任

単純過失肯{干のもとでは、加岩者は、自己に過失があるときだけ、 tなわち、

白己の予防のレベルがl具求されるレベルよりも快いときだけ、被?作者に陪債を

支払わなければならないi 要求される予防のレベルが最国レベル Jと等しい

と仮定する。加古者費用の最小化の州地は、つきのようになる。

l ⑦ x孟 J ならば x 
11¥1IL 

xく J なlろIf p (x)【l+x

加害(;は、 Jの予防を講じれば、過史なしとされ、防償せ Fにすむので、

Jより多い下防を講じる誘肉はない。かくて、加古者は、 '1..*0)予|坊を「講じ、

Jσ)古'肘を負う{ しかし、過失ある加害者が負担する費刷、き Hに、加害者が

講ずる下|坊の科度(過失ある加3者となるか過失なき1Ju'e:者となるかの選択)

は、損害Mi'i慣の叡 dに依存「る}

もLd主主 11 認であれば、!刷会者は Jを講じるであろう。実際、もし【l孟

]
 

戸
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2
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11 - E であれば、(;:/{土 x 主 'é ，こより最小 1じされるし~)3手出L ヂくて、白i合

計にとっては、 γ なくとも Jを講じることが、ともかく七有利なのごある J

LかL、抗|古省l土、い-，-，た/LJ4ト「瓦 1" るこ、過失な !"ζ~~ fL~ 賠償巴ずに1 む。

L/~ が'"て、加害者li 、 J上リも多く r-I;;; を講じ上う k はしな U であろう

もし dくh 只であれば、 )JII!;"ιはJの予防を蒜となく、どよりも氏い予防

しが;骨じなL、リスク刀宝生じる ，'J[民 i)L dくh- g 'C"あれ!ょ、 l、?叶干lは x<: 

手ょ;ノ法小{ζされる かくて、 d が[うn 低ければ、 ;)W~:者にとっ

ては、過失ありしさ z 、安{山士 tM等以伎をするほうが、 J57こ~しとさ 1、高止

な予防費目をA.λよりも 右刊なの "Cあゐ。いいかえると、 ~l < 11 広のと台、

Jょh川詳し川ムが、 η(x)d - x争最小化すると仮定する J そつすると、 ρ

d -+-x'くJのとき '!!Iご昔は道夫あ"シされ、'k汀な+1:'L!:;'賠償をすること;なる

ま， d;ると、 (1 ミ恥 Fとは、緋定、 lレ ル (CI，-----， h ---g) も1'1i芝ル凡社

= hi らJ了ま jしるが、子のもとでは、 (̂ 1;1] ~I)要求会れるレベルが民i百レベル

Jr智治、:I'Iていれば、排;;:，-:ルールも日f芝川一 Jν も効勺刊マある l 開通;)生じふ

のは、:1く h 交のとき、つま :-'1ス+二:¥'UむJ員9dーらも賠iFiされないときである

併について、:，，13tti3~ci ';1;:究員は、こうまとめる J

l 加-(;，-，~.えげが予防ヂ 54t!二九 11 ぷとき、厳格E':I:のもとでは、排除ルー

/νが段通刊"うり、他h 中純泊先立イ7ーのも lいでは、 IsH反Jレ Iシも ~J:'~J;

J， }レもともに最J査である

{引加害者と被害者が予防を講じられる場合

ここでは、事Jみが加害者，1.:~:_t 拝者の子持じよ均止さ 1しうゐ弱含を汚析ず

る。す三わ九、 被7-ft-;三、担失を減らすす一ためl捻y力jをを了i噌ぜベコ吋オ一こと泊

弘判粘]ii果、 受J採t 干布可千一グの)詰判消~~バ川イ冶u'i'的Y均j な 1相杭刊刊， '1ぷt仏手士 j暗ら一すJ ことがむ 突る J 以 1片でに、 三受E 占{，:~上1ジブ汗マ!はζ ;:;.~子J討

おな行為首ごしかない J1;の仮定チ詮く

、 被告-M:(I) (l~夫を減ら寸ための)読んにう、かる費用 y孟日

=被害何のlTi央、 h、く()‘ h円 >0

九とlLiacじl 幻ψ?〆 l けれ】 1;4，a:_ 1/8 

ご hりノJI土$.調に波多し、原'，l，1，:こ向かっご l~_~: しある

二日社 57(4)2Sl)l7示。 ~218 j 



サ屯ノ ι 

パl、1 託公:話 ω~F'l位、 十べての?につ1川、

〉仏、 >0

(a) 

tI公的管財の最小ff::(i')日担lは、以十の弘司;f:{~，より支 vされる「

〉八 h、〈ふくO

予防の社会的立最適レベル

、>Jι 

f-1----0 

1 I x I、]

およびつ(x)仏、

;，.， 

---1 ---() 

，，4: lilill".¥ [p (x) 

(，1:-' p.， ':，h (y) ---y: 

Pλ(11 i 3¥X，' および災り!!~-j 

0) x (.: j を.¥.* (.: y* t.: 9.ええする〕ミをil主ノJ、rヒずるため1)):佐

厳絡責任(b) 

方で、山手f了者は除備をえ仏うのご、おヂ:芳賀用のM!~li， {;.trいのもとでは、

小 lじの附担;正、，2¥とlu-ーにある

r:a;nx lp (xi cl --:-xJ 

I~?-_.' p~d -1 =り

J1バ1-

も L_d=h~ 、卒、 代〔ゾ)ならば、 f:' p" 0-1 ~_y) - nい)')=-j UJ::iで的資唱

。〉投小イヒノは、 1~2ノ入d = -1 (:fj~害計費 FJ 7)故ノl 、 11~) と与しくなるため、 ~jJ

F 的な泌祉を|む。すなわ色、もし打-'~".!;~~-耳慣プJ 社会的打1!;，lcと等しいならば Lも

訪ヲ」るならも~__ t~_{ 話予7が政治な]~肋ーノν

、
勺
F

治

ろ
人

あ

字
あ
で

つ

+ο

か
あ
い
J9

r
J
-
z
一巧

J〈
一

J

」乞

b
-
*
U
A
 

レ

土し
/
幻

日

μ

L
P
J叩

、
+守

L~~ 除 Jレ

す 4ごわι、最初のほうの 1出lli..円能力'rl恒IH力1では、波青白山損失普:;之さ長〈

減るが、出)J費用増加につitC，そのiiJ呆l土法成し、品千去のほうの ilpiずの能

7J受nJ同加 -c(士、夜害(;の損失飴はほとんとはらなくなる

守 h れは λが.'.よりも|にあるのそ L亡、 i上昇:¥'r:(?)よてゴ)，賀市増加く，， 1二、

被害者のj~矢部の減りノうのはう 0-;:受持者のヌjヰ鉄の減')今よりも λきい

7口1にω1

，<!; "りJノ川ノ-，-)引)およ Lぴド¥市1ド¥同x)¥巾hν gノ+1)が-{t11になることが、 /C関数をぷ小

iじする条fIとなるいそのときの xこ v 詩文大こ♂こ仮=すゐ

~lìJ、 Sii4'2St; )l 7f ヨl219; 
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厳格責れのもとでは、 ftllhで、彼古省は白うJ のね失から賠償を差 I~~ Il、たも

のを負担するので、被害者費用の最小化の問題は、つぎのようになるサ

minv [p lx:) (h (y) -d) +可]

minv [p (λ)只 I y J 

p 1文)g， +1~O 

p (λ)仏二 l

もしJ[1'e:賠悩が社会的損うとと等しいならば(排除ルー)レをとるならば)、被

害者は、 d~hly)-gly) をそ慣して、 h (y) -d ~ g (y)を員担「るかくて、

被合者は皮肉にも、被会者。〕損夫σ〕代わりである受益者の利益を最小化しよう

とする。(1)' p (x) (h，. - g，，) =-1 (社会的費刷の最小化)は、(~)' p (x)ι= 

1 (放さ者賞用の段小イヒ)と呉なるため、非効マな結果を小む〔つまり、被

管省は Jを訟じないであろう。かくて、被古昔がゾを時じないならば、加胃

音も Jを講じないであろう。

まとめると、 占で、被干存者に最泊な予防レベルゾを講じさせるためには、

d=只 (y)に同定されるべきであるが、他方で、加害者に長適な子|坊レベル

Jを品じさせるためには、 d~ h Iy) - g (y)に固定されるべきであるっとい

うことは、帰省賠償についに被害者と加害者の阿方が段通な子防レベルを講

じるように誘凶を与えるように定めることは不可能である。というのは、 ))110

TIに最適な誘因を可えるようにためられた損害賠償のレベルでは、被害者をし

て非効ポなレベルの予防を講じさせてしまうであろうが、被合省に最適な誘凶

をうえるようにためられた損害賠償のレベルでは、加害者をして非効半なレベ

ルの予防を講じさせてしまうであろうからであるわ

(c) 単純過失責任

加古者費用の段小化の問題は、(互〉と阿じである c したがって、選択される予

防レベルも、|可じである〉

(
 

X
 

I
 

I
 

-
什
J
V

文孟 J ならば x 

λ<xキならば p(ぇ)rI + x 

もし，(孟 hCi/) -g (y*)であれば(もし被会者がゾを講じるならばj、加会

北法57(4-25;))1787 [220J 
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;; \ゾ J と l土、::，;~I;中 1レ ルミ仁[_h 1) 

もl阿波レ-)> (d = h 1:-"*)) 4.、作まれるが、てのもとじは、 r;Uiの

;?:点〆ベノLが最7自レベノレ X1F笠刀れ.，.イし(工、排:よJ;)レールも四段)1ーノレも効

1孟 ljJは Jをl高じるであろう υ

g 

i学的である

門戸棚過失のもとでは、過失なさ )JIIぢ釘は佼τ 誌にまず}たく~-;~墳を支

払わないJ か くし Jがよ1去ム 71、いると主、殺害--rn;:H分の桜丸のすべ、 h

しかし

(y) ~~買わなけ才しばならないので、波'，!;者支尽のよ有ノトイじは、つきの土ヘになる

とV'うのは

かくて、却下下主ノ〆い }レも

下ド;jj"を一帯じるJがとフえらオして v、る J き、徒 i.者;正， > 

被出?キは社会 11ヲ ~J七ぶりも古い費出を民うかム cある

凶i宮lレールも非;i.1)十cある〔

Cl"l1、 1-1'C'() h Cc;. 

id) 寄与過失資{壬

苦う過j、主11のもとで以、以芸者J工、自己に過失がないときどけ、 Fごとわι、

Uf万つ予防の Lベル力、止求されるレベルJりも吉:いときだl了、古声認がらよし1償

を三をけられるい要求される子防し八ルプド忌 jr，;;〆ペル Jと等ししとi比定する。

宅生7;主n:)-!-J内最小イヒの問題は、うぎのようになゐ

- d) I ¥ jJ ¥λ(h なりはν主ぢ

~ ， 1) (，文) g 

p (x; h 

]"!l!n、(i、

~" -4より iニ
/莞Z

V¥~  
市

:三、戦帯責Fのもとでの彼古i;

費 nの殻ノ1，，:1:':の:"，1題以)と |μ!とごあるυ とゾうのは、過フ、主主被害??;ょ。 可品

質γ 長けられゐかんである。しトがっ亡、 JJII'J;-者に迎切な訪問子与 fヰート(/)¥ 

i手、排除ノ~ " -)vが道庁されるべきごあるが、排除jレ ルのもとむは、 JJT~失なき

被主主 i立、時i)0)泊先交付jをf司、うこ

被害fif二l工、下<.ゾの子防長i講じふ去はがない二こは明らか二ゃある T~臣、

手 E り lf~JJ、イじされる しかし、 J(J:;も>"vネよりほ小1とさ

j司央主主彼古tr費/片(/)最小化の|l!地l

も 〉

( t正τ訂安iIiク〉最Ij¥elの可

~lìJ、 :)li4-254)17出

(社 i;的資同心最小11:ク)t:旬以)と、た¥ケ

J
 

I
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れるキもしれないので、引ょせ;ι:土、 i~.大な~r;-方を占じるかもしれなし

から、 Jぎの式が摂ヮ1しる}

(f" p 

hy 

立、切 J)+1=日

l/p 

J 

ムマ

;-1--------0 

/ p ，，') 

h" <:治ぐりと仮ノ三:たので、

h(yづく h、
p(三"')b，. lι 均 l

p 

管、

11<一 p

+1<ハ

七、 +1くり

1/;) (子)

(th一弘(、行

すなわち、とりは;l{世間数であり、 y 、〉子によ:.]最小化されるハそして、主

主或は ι<♂ノユので、 ι<¥，*から、ニゾに浪りなく近つくまで子訪が説える

とき、桃子与計費I，Hよ減るけが下|ロ|て1 て;まると主 J止、被害許費)111土増える;

当らに、 lc度;τ 主にi直長:がある ζ さ、 lJ17て主:止J口'(;賠償や支払わないので、 U

'f'S~音の子問の足直レベルは x ---0である，が文字を FIロh てい成る Jきは、被害

J?を，tiはiyfえる}

!川町 :，H';主的費hの投小11:01判明} と7/ごアノタ (宗主守主黄ノ』の品小|うのヲMJtf:U

から、つぎ(.')式が得られる j

(.r-' p 

h、，y 江

つ(x*) .\~ 

訳、(，y-'-J) I l-------U 

1/ P 

I~O 

gy ~-l/ η 

九 lえは、被青苧?の振にうぎ受吟ずfの手IJ主主の1-;1数と I民主する、

= ag (ぅ)。 日〉

一、，
斗 {町会的支尽の民ノトイじの問返j

二日社 S7(4''!S3)li，3S

奇書き直す介、つぎのよ与になる

~222 j 
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まとめると、凶匂/し 凡りち τ で(工、 JJ::~ 認め訴凶がご江なおれるが、 t:科会ル

ルのも乙で;よ e 伝子ヰ巧:よ3とにな [-1坊を講じるかもしれな~， ¥'， 

{イ'j，:.::.e~) ¥..、て、 I¥Tellll乱、Clおい究員は、こうまとめる、

1 fJlI:Y-{j-と被古釘だけが予防を耳とられるとき、厳格安立のちとでも、 j

1--4l純過失責任の 4こでも、 l 百):'j.;.出火支J干のもと fも、 :n:i立ル ノレ

も 1:凶主ルーノ〆も九ちムもよ~j自ではな、" oJ 

伶) 加害者と受益者が予防を講じられる場合

ます、

れメ

J i [5、

又 --------1/p 

1/1' 

μ<2グ〉と主、

g、{可 )¥1，' p 

p (よ)去、ゐ!ぐ O

9なわち、

つ主に ム2":20)とき、

，-
6) ，;、

氏、

[! 

孟 -l/p(よ}

只 +1孟0

、〉 よ )1最ノイL戸れ ZJ{

ずなわ tJ V が♂を|日 て唱えゐときは、被主主言受}T;はJ冒える

いては、 y が子を，":fl:つ亡減むときは、相liZ号者世叶 (.t，消え令、と Lた{

て、後τ訂;立、 v ♂をとる lことになゐ

liリ;~主~< 1，3 

J とがヮ

:lJ~'たには、と 1 も大えい被害ず1 ヘじ')揖'J:- ~止、とてムノ\主"ミr交~;十 ffへの府首と、

i三とんど宅?でに柿殺主れるここがある そのため l 二、促汗~ 0)1共失の大き塁。

もかかわ~) -:f、十十会的慌たは j巳常に/トさいこ Jがあ」J この場合、いト己い}

社会的損失を;:'R:小化するく主、被d声百円予;方/)社公的に最地な Lベルノ〉ほうが、

げてきい l 鼠手?なミ w~t;:昔費;jjを技小化するべス、持会者。J-f^訪の凶人的に ht

組な L ベノシ(受悩 j?の f'I;_~品カ h j加害町内出Ht't~ト l~~I\ょしたものに等しし l よりも、

ず-，と小さくなるであう斗。

九:e.t:iacι sn/!ra:1ute (-){~ム I7Q

~lìJ、 Sli4'2S~)178全
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ここでは、主民故が川1&右と主主主占的千功によって功iIされLうる場台を分析す

る J すなわち 受持巧:ょ、干IJr三十増や1ために治力を聞や寸ことがで去、その

品川、ベ十公的抗Ff~ (被古省ぴ)Hl!;たから去五止主的利晶子塗灯、しどもの l イ'(i;i(らす

こkができふ(以tj':.、被斉すチ:士、受動」つな行為干fでしかなしU 以 fのiν1tiを

ま¥υ

χ 会主企者の(利益 ~rJ冒やす式、めのJ花ノJにかかる費用、 z >0 

!!. (;d そす竜平Tの手1;:t在、すべ乙 σコヌ iこ~') 1.， ，亡、

>. g 乙l 句良 >0.gaぐ0 え

ここでは Fk倍責任}単純通夫i'fFしか刊短Jならな¥."被r~_者は支助町であ

るとの bこ、 l汗'J-Jヨ7己責任民問題どな主会いかムである{

(a) 予訪の社会的立最適レベJレ

社会ド'Jr?JIJO)最小化の向日皇は、以上の司教仁より表現される

叫 ilx，z[P (X) ':11 ---g (z)) ゐ λz~

l五， p~ (J'J - g (2):1 + 1 =口および

J1究 (11 只 および p 

P ¥x! ，¥1;;:十 =0

hχ1  

三)を最小化するための'E: α) -'-):乙を Jど Jとf反ヌ志す〆0，-

(b) 厳格責任

7:JÍ主主~-(よ、期待f:j1rrt刀 ι 利益をI首べJ可丈め的【能jj を.)，司，，;;-;'i-lめン))賓m<ト
控除Ll-ものを最大化 Fるよ J')1，，:::' ，( J到すωに受話干符iJtえの最大化の問題;之、つ

去のよう f なる

"示、 川九[;)(X) R C.J -ZJ 

((1、
シ ド

江ノ 1 ----() 

又 {χ)U:: ttí- 詞にj苦力IJL 、 ll~ 1-(.こ向かつて円であるハ

すなわち、最初のほうの I-~-f~の出力~~.tt1力1;-(" は、そ命令日 ω禾J-~~吉日;二多く

唱えるが、能ノr苦月，J首加につれて、その効果f立法減し、l:-ij去のほうの， 91.すの

能力皆川市-!]r.-eは、乏がJ干の示rlf科目はほとんど吋えなくなる J

二日社 S7(4)'!SJli.'i:l ~224 j 
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jJ ~，λ ) nz =1 

耳、i'p g?-' 0-十会と:)'RJtl 内最ノ'1\':じ U:: 、、!~' ]l CX!品 是主止主~-，H.f主 (1)

最ノ、1t:; c
t-':r しくなふ?め、効L主~US な戸市果を生むいか f、て、力r;~:守が x

Jを点ずるとすると、主主主右(土辺 正を清ずるであろう c しかも、最格安イTの

もとじは、国害者;よtft再朽のf日公を治世するし がくしり日害者費)1の最ノト化rコ

問題は、 ωにおける判記互に同じどなる九rI= h ~のときょ、け、り]J'，山者は

文 いを誌ずるでまろう-，"士わち、羽i可、ノレ ルが迫町きれるどさ、かっ、受

益者刀、乞ニ Jを講ずるとき、 ，llU7.t'{-~ま λ ニ♂を市ずるでよJろう したカ?って、

与三玲ルールだけが、加害nとl三咋li-(.') -lrhI1Jノト手I;hの最長レぺル全とるように作

向けるこ lにな人 λ

(0) 単純過失責任

平 iP-:~:同大責任のもとでの父夜有利訴の品った化の間関:土、 tù; 十ヰ官十干のもとでの

受託"1"1年ぴ)最 i;iじの同組とトてャある"}Jn'王者nFJ:iのf:を小イじの判結!土、

おけωt1ijiill L同tである L t: t/i'~) て、清じら札る j手間レベルも同じ 2 なろろハ

ずなわち ちし clよ三江 良 もご円は、力1:育 fIは x xをE主じるであらう 1

すなわち、要求子:方〆ベんがf，Ji:直子防Lベルに設定されると 4--~l ば、 ~1hl: )l ー

んも排r~': ;レー !l，む有力判的となる

同いついて、 I¥-hJtti;t:'ci ::iF先日は、 こうまめる、

l加害計と受守存者だけが fl-;，ノJを講じ l与れるとき、紙付i玄任のもとじは、

j，ド l《 jレールヵ最適てwあり、伯 )j、単純追尖責任のもとでは、~従ルー

ルもがF司、凡 ルも 1ても l設局である 7U

lエj 3者ともが予防を講じられる場合

¥L，;li::c 
紹介してお〈

「加害Jイ、被害nおよび受話nがヂ|功子守誌じられると羊、厳的責任の

もとでも、JC単純迅光武子のもどでも、芸:守遭うご当、11'のもとでも、す十

日.\':，itéia C' ~i. st!何a~ore 6<';， 2~ 18:2 

~lìJ、 Sii4 日片 1782
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ド;:;ルー ルちと-0i旦h ルもいずれも最~tではなし

日 ， .一一、 J 、ー、 J¥1au日 CClむ，)1完民は、例から同までを¥つきの去にまとめてし吟、

表

十均百 寄何 Jレ " ヨ[官}ι し1---:"U 叫I; ，í:-!レ Jレ~'.l ---~----，J;' 

同加害者 (b: 厳格賓佳 / ， ，Jc拾7京 l コ (効不問i

: (0) 単純過失詫世 ) 
J 、

同加害者と桂害者 他)最機賓任 ¥はつ:t;背l rコ(，1mi宅をl

， ，ヲf斗日苫j -，，' 11イHイIζ;勺j んoi

(c) 単純過長置怪 ピノ ¥万つ拝者I 。 f力n害すJ

x ヲピ」ピ苫l x ，地門さ j

(d) 寄与i品生費任 × ぽ日手~有 I C (jJni号どJ

:'V:':て苫j 外{羽t';i:;'さl

同加害者と畳益者 (b) 離格費イ壬 /力引害者I ロ[力n干与す
ノ'，--;又丘主F →{j) 。"ぇ益さ;

(c) 単純i畠央責任 心、加:1j:~才 I (〆 (!m干c者

〆\ r ，"叉(~~干;寸'íÎ ¥( / 町て之 m::-【村

同 3者とも 同) 躍椙音壁佳 × 力1三号者l 。 l加害者

x r ザ~三;~) X I判y'#!穴i

心、全性者l í ;，~.市者 l

(0; 単純過去董世 コ l 山'~ピ苫j く:;[，1m戸主)

/ 俊平ヰ者l ~ ， 被害者l

ニ (.j~並苫 l ----' (;:;:と士吉 l

: (d) 寄与過喪費怪 ¥はつ:t;背l rコ(，1mi宅をl

， ，ヲf斗日苫j -，，' 11イHイIζ;勺j んoi

ピノ¥そ持者I 。 fそ弓手fJ

(4) 新た1，;:1仮説

:\，b~ibchi れ!I 究員。〉校示する新たな仮説[土、純粋経済m宍の l ，ii j i(ιHこA，;する辰

吉())解決をね宗するも σcあるが、っさのとおけじある

すべての当事者は、同時に、古己の行為によノて 1:，:二ト'F0)外部佐と負のタi

(:];<"1を負うてきで岩rる J 止め外部什と民の外部内を刻り献すとし"-)方法?こよ札

t工、 これを安札できるのである い¥.¥¥ a v ~0 do ~hi込山 LO clCC011plc pc引 iャ、 ιl;，d
r;ピ，lnuivekiつilitv)口

治1に、力ilZ者;土、被'ム者にはfその阿部牲を弓え、主主者には7巨(J)外部性を

間 I/!i:l..1t 18当

二日社 S7(4'24D)li，3l
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与えるので、殺はιーみとも負心 iすベ 3 であ乙 c すなわち、 i.J11 士~-(士、 W:& 品。〕

j~;たに等 L;. ，~古 j，そを支払い、交〉主計 υ呼IJ術にご宰 L ぃ日告1雪や 22:y取る\えきじある U

~2 に、被包苔は、自分的打1!"¥: ::~ i成らオここによって、そ1ui:伍の引斗も減ら

じてい乙わで、慨は一方 kも己主 j一べきでjろみ Fなわち、被会fT:-i止、 向分の

tr:、宍につ V、てまうたく熊賞を主け取る丈きではな¥， 'i:;-、受託Bり正g主J等いミ

蛤債をrJ:げ取るべ3εある J

治:に、 J受益者は、向うJの手J公判官ふやすこどができるドけなので、仰はそれ

を宇f¥てi分のものlできゐょう lすべきでまる

伝統的な小法行為法子、以!の抗告の鮮民に白]←勺ご、本み寄れるのう、どうかー

1つの片付'11守な方i1、としては、っさりとおりである 主す 加寄与は、被害Jノ

のあ失か，-)'主益者の利益を差しづい工も心)(手王寺しい沼併を点払うべきである r'J 

まれ、排除ノl ル i;辛ミ;告である、もし、 E:":fQÌ!ミ ~'Ijit ど」、うだ?屈岸に芝担、われる

とすれば、被宍-{i"!立、回 7.t~I)Jft"うとのすべ工を豹ろ l また、松;17者l士、支主読者の利

益仁 ~lj\..-' 補助を，~}: ~)- ~:""Z るべきごあ J， じうとi三省は、文ζ/、わなければならな v ば♂

のもなげれば、受け取れるものもない~つまり、自分え可与{-引l訴は確保できるー

もう lつのえ体的士主法としては、つ/';"のとおりである 3 まず、 IJII宵占的引

情金は、被害者に it: ごiま 受話苦の相i訴に等 i~ i" '~JFだけ之J、われるベミ τ あ

る もし叩円省、乃 H~-Í";託金が主主主主の利1とよ'}も広げれば、そ，)勺J寸よ }:J岬に支払

われるべきであり、も υ力iiE者の居住完全"JJr受読者じっ利下手よりもほけず:..:ご、その

うfはl品川内せな摘助/;"と υて被τ話に圭C=:Liコ7'-.，;::，べさであるん j会長占(土、支れわ

なければな ι ないものもなければ、 il~)取れるものもない υ つまり、約 jiーが得

む利益:土俗i兄できる p

¥faW"cc1研究円:士、ま rめjてして、つ3のょっ lこいつ〕この百↑工凶行断 LW

i完(L1:cdじC'ou;Jlingsoiud ，m) 立、円Jてのi3X，ヨヰ Ull~&B-、被古呂および受託名古

3人とむ?川合講じら1しるムsfれの分析利組みによ〕て筒半に吏H("了られフる{

三れ、これは、厳f告宣1l!レ ルが適用 Z れる J こ〆での rirr~尚であ J て、;1l\'À:の

あるな Lが問題どされな vミところとの議論 C;;l与る， L占か、L、]唄F克白2実E位界υの勺幻i法士シス

づ にJおヲ叫し、 U ム

一般に lは土、時計責任Jレール℃はなく、 7~fJ、責任ルールが治ItJ ;三れて L る日 J

に n山 iιII18，1-187 

~lìJ、 Sii4.248 ，1 17則
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(5) 結論

\l:ttti~c~:i 教J去の *f\~í而;よ、つぎ、I)と H') 一じあるコ

~1 に、純粋経済jC-9々 の刊!巳ll土、不法行為i'1~y :im I 〆て、負。)外部住~: :も{

正の外市性を内部化すふ二王が手き ζ治、レいう問題 ct，l てfビ揮さjしる 力I。斉すす

だけではとく、被7-ftもj受託ιも予防を蒋とられる存ず!こして.t;.，，:与されるー当

l'背のEさりないし余}J:ょ 下問0)lつの形法ととムえ 1古与札、心のjL1ri汗究

がいう Eつな非却J'?なものと三らえなくてもよくなる山

第?に、 先行研究!ま、 恥伎の範匹、 すなわち武貯;-H住償J:数σの))んにきさ ↓Lほ刷、1川th 守 1円i~ a符則g'n円川1引1 

lel吋dcり吋[じ叩οE¥叫叩l川叩['戸A'白印、_'11軒1:;[¥目l牛山O川III のyみy にt仕と山を絞つ てきた !伯回人自的甘4担R夫し山fつ)~賠合↑温善をも認

めξる}か (同f仮互ル一 jルLい;、 干打l子たへ|的r均守吋J桜己す失、σの)同 償〆か"芯Zめな

Lzカ〉込し、丈効:ij;-r;a¥Jな 投書 Is:j"切n説 IJ) ではなく次さであること泊しばし

ばの 結果をもたム，H-:";償却の kきさは、つぎの，)つの :1;:素 i ノギ告さ 1しる}

治 jiこ、万Uぢf了者、裕子守1';-および三。説者 r))] ̂防めった小が、事此(!)jf!うとの大ノj、モピiA

め/ο 二と、第 2( 、迅:'t:r/)品有 I過失なければ支11-)ない、第 :3;，、損失を減

らし、まロ;之、刊誌を増マ 1/めのiP閃を迫力u的:こうえる仕組みがあること、

たとえば補助合i6rg)ゐこと、円 3つであ

:のように。賠償の範]I{，-1 ~ごわち日告償W-'~(つ大 3 さは y. くの要~に芹右され

るものであるカら、元行行]'先が1 うように、ー祝}二、回復 Jレー !l-が主主〔いと

か、排除 j~ ---)川笠ま υい2はいえないハさまさまな組合せが考えら1しるもの

じあるから、}l:;主催Wi:f(j)大3さについて、-;Jべての法ンスーτ ょに共1泊の J Icを

要ぶ?るべ誌とはなパυ そLにそれぞi!グJi1、シスァムがほrn-，るレールにソ、

いなるご宝いがあるこ:も、ぞ:-1!.--ごa見liJ月するこ;ヵできる乙つである弘、

おわりに

(1) ここまで、純粋経iAJfi去の歴史介析とだ済分析手沼介〔て 13よ 簡単L

F正f占し亡お f

¥J') ドイツ法ぺJイギ')玉、法マ[之、純γL経済t芝生の賠↑暑をl京以1]とし亡舌ノ[し

B~ I/!i:l. .1t 189 

何 1hid川 i泌

81 Ibul. ztt 18S-18S 

二日社 57(4)24I)l779 ~228 j 



サ屯ノ ι 

ている戸

ニh(.=t;して (了町 l~lt斗数以内歴史分析からは、つぎぴj ようにキli誌づ1.';-られ

た。 10世紀終わりから20世紀はじめlごかけて的行主:合的法学刀、優勢 Cあった時((

~. -、 このJoi!p"，ル ノ l~ ~::U連立 Lへつまり、このおi 除 1レ L l之、堅，)ーの偶然の同

初であるc

これにえすしご、 ]-lish8P数以内科出力、折かムは、つ Xのよう!こが論 -.J'(.了ムれたJ

裁判所(立、経済、y:c::おげる叩Ij'ft主ど阿戸時するような判決守↑ L、占，↑刈f形成L

亡きとまり、こ ι乃件応、jレ Jしを隠~C 1:+1;告li土、斜計学に沿ける効率何に

よ勺」副明 ('e;るn

(ィ) 子手同分布;'~ャお v ミては、 をこ 1…提不?ヱアな仮説司J¥百i:7モド1なl" ;，~~iF:';~ 

?なもの7)' (ド¥)S]~J ¥' l:i 説的i的なものかけい、汀ltaLivc) 泊以われるこ}があゐ

かし、ノヘ人が罰金丈乃'i=r(1'1分のtei況をどう位同つけたかしうか:かノトわらず、

以にの論文を ìÞì~売して みし筆者(新咋) ~土、結川 e いまある rl決な v、し判例

をいかじ併済学lより統一的説明できるかl手間山、が向かっているという叫すz

をもつよ J つまり、以!の論文l土、記述Jj なしし~'~証的な要素がおいように思

われ

干のために 活況分析カな芦れる巡主llで、共1'，11討な紛争十志向が主民主;(日;こ没

'F ，~九議誠されてさん 従jとの氏wよ献も、紛争ヤ事例(/)熱型化を試みときた

卓側、そ恥とのj~ り合わせの作業については、筆者(祈合)のう 1去の課題正し

たt、

伶j 純粋続出国夫の将;占分析をみると、 ょっの担なる方lμJ"宇?な hちj<j;ヰ

i性がみえてく。。

1つには、部示唆円ム訴不:化司、さコに、物川「的損害をtミ)/--f;'に夜間的損

失を償った tがそのお宍を差 J":u]ける (cha:"'.ncl) 雪崩を二|守寸る三いうアフ

"一千をとるう了間であるピ '¥ t;}孔11~教}~:が先，~g:n にJ是刀、し、 IミlZZG数民が完成

させんものである 従来、法学者が訴訟の洪水会防ぐ「ごく円(;[川d0:.11(')J rii't 

目ただし、論ぇ「針済4子(，.:ぶる再定式化 lにおける旬1)ij献し眠法ム

cl救f立の投書的解仇l之、 J;l..i.主iI7.h'Jな政策川寸志るつ

1¥b"i2c 

ドハさま主主主献があるが、{にねなな斗i苦言，ιギげ、おく。 Ca;-:c.'1'01"1: L;ps alld 

El'(加!JlliC'ln.crc:.;l:o (2lld cd. 1 刊行);日οtlsl~' iI l ， Eco山 llicL~)ss (2nd cd 1898') 

Í'eldthl日九九 O Il O Il ;lC らgl~g引に e (11ムh出 γ州，¥

l229; ~lìJ、 Sii4'24t; )l 778
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日企など三して主張Lでさたもグ)i. 民じる υ

2つには、 j員守山川、tgr) なv'し揖去作問、を 1同人}ヲ費Jr;と社会的費，11と

;二分預." :"1伍であれば、賠償は行定弐すし、干支省であれば、常僚は肯百される

kい')-?ブロ チを fふ分析 Fあふ ここでは、損斉ないしj員矢を子|坊 jーる芯

凶を与えるような'ffi:iが規疋されなければならなLιι いう視庁が重 Jとである υ

Bjs}lO口数民がえ，~~~:切に提ノT; ~~たものにあり、 211 j::i:::~にへ u しその子J、の梢

院は続出的に がうよ'

相ï:を Htì人的~出シ社会l何世けとに分主討する上i:~C'J議論のりJ棋は、 UI の指

摘を Lたことにあるこす IJ::わら、被-7;:者かある利益を逸夫寸る代わりに、';..託

nがその判よ，r手ly立JI-Z寸ることがあるこのこえ被害JJかラ JJJTliJイへの桜丸 l手l

主主l の移島、があるだけで、社会全体と Lては針決を被ってv'ないこと l手なノコο

?こ点、法学者が注片〕てこる‘かコ(.予約である l

i賢絞仁、従長針転j斉損失{.7日平:指向アワ-0 ヂ、 または、第一芸γよふ

jq維浸 Jご/権千IJ指市]7'ブロ チ!、信者のλ めい 9る :Y3 k:~ ゃ士有者のλ 灼

Cr) i忠之fめを F う契約 ζ の 1~ll毛を込べておく

りと害苦工) (被告) (])j!~夫)こよ i: 、科書者 A にも J員害ないし揖去をえ、被害

届p (原山)ごむ?辺尖ぞ与えたこオも

純粋経治j日正:ま--(手記 者による ftミf主役 J古のVJプ論から〉らえ止せに、つぎ

のどおりである。 1、がA にふ:.亡、契約またはぞれ以外の 1-!l'JV;-~ か， ，とこる債権

なしミ)〆期待出をむって v るりそれを Dが侵害 1 た*1¥果、 Ptこ出先タ生とた そ

よで、 DCI)つけする過失不法行為責引を認めるかどへかが間也となる r

他方、第 TIの?めに宇る提出Jや第 fの?めの保~，iM効を伴うろさ約の{j、 7世論

かり苧んえI1:I止l工、つきのとおりである DとAUJI日jには契約デある。をれに

Dが返!ぇ:た結果、 Pに1T，')たがと士じたご、む、むの PIニ汁ーよる契約主任また

は過失寸\叫行品賞11 え認めるかどっかが内i~ Jなノ.)u

J7ヰ間関係の弓ら ι乃〉の関係を中心、;考えるかの J皐t' とある}なお、ノドリ

ス法におし、て応んい ~i;G こりれている、専門家の第二主にメで j るすt1f と、建築清

負および下請梨)f.'.J(ャお i ←る梨y.J関係にない }~'O)問の責任については、どちムの

とらえノJもできる問題である H 者の責任にノいては、J) ~-ì;! (検討しトが 7、

87ゴL)才自 己匂i十37、

二日社 S7(4''!4:J) li77 ~2:)，1) j 



叶究ノ ト

{左省 σ)責tr については、今後の謀也としたい (2006 イIS)J3011~1稿)

[後記]

本稿は、 2006 (平成18) 年版科学研究費補助金(主幹研究 (B) (研究代表

者は北海7皇大学大学院法学耐究科の瀬川信久教授)および若「耐究 (B))に

よる成果の一言15ごあるυ

また、本稿に紹介した経済分析(とくにI'vIauiacci研究員のもの)を理解す

るにあたり、北海道ん学太学院法学研究科の曾津恒助教ねには貴市なご助言を

TJ'tiaした。ここにιして感謝申 LUIる。本市の誤りについては、資イ千は筆者

にある。
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